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１．はじめに 

○ 国保改革については、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関

する法律（平成 25年度法律第 112号）において「国民健康保険の運営について、財政

運営をはじめとして都道府県が担うことを基本」と規定されている。以来、国保基盤強

化協議会において、国保改革の具体的なあり方について議論がされてきたが、保険給付

に要する費用に係る国民健康保険保険給付費等交付金を賄うために都道府県が市町村

から徴収する「国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）」及び市町村ごと

の保険料率の標準的な水準を表す数値である「標準保険料率」の仕組みは都道府県が財

政運営の責任主体となる上で、最も重要な要素のひとつである。 

○ 国保基盤強化協議会での 1 年にわたる議論を経て、平成 27 年 2 月 12 日の国保基盤

強化協議会「議論のとりまとめ」において、納付金の当時の仮称であった分賦金及び標

準保険料率については以下の記述がなされている。 

 

 都道府県は、国保の財政運営の責任主体として、市町村における保険料収納への

インセンティブを確保する等の観点から、都道府県内の国保の医療給付費等の見

込みを立て、市町村ごとの分賦金（仮称）の額を決定する。 

また、将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、標準的な保険料

算定方式や市町村規模別の収納率目標等、市町村が保険料率を定める際に参考と

なる事項についての標準を設定するとともに、当該標準等に基づいて市町村ごと

の標準保険料率を示すこととする (標準的な住民負担の見える化) 。加えて、全

国統一ルールで算出した場合の、都道府県単位での標準的な保険料率を示すこと

とする。 

市町村は、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式

や予定収納率に基づき、保険料率を定め、保険料を被保険者に賦課し、徴収すると

ともに、都道府県に分賦金（仮称）を納める。 

 都道府県は、市町村ごとの分賦金の額を決定するに当たり、市町村の医療費適正

化機能が積極的に発揮されるよう、市町村ごとの医療費水準（年齢構成の差異を調

整し、複数年の平均値を用いたもの）を反映するとともに、負担能力に応じた負担

とする観点から、市町村ごとの所得水準を反映する。 

保険料率については、市町村ごとに設定することを基本としつつ、地域の実情に

応じて、二次医療圏ごと、都道府県ごとに保険料率を一本化することも可能な仕組

みとする。 

 

○ この「議論のとりまとめ」を基礎として、国保改革を含む「持続可能な医療保険制度

を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、平成

27 年 5 月 27 日に法律が成立した。平成 30 年度から施行された改正後の国民健康保険

法（昭和 33年法律第 192号。以下「国保法」という。）においては、納付金及び標準保

険料率について、以下のように法律上規定されている。 

 

（国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務） 

第七十五条の七 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の

国民健康保険事業に要する費用（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等

並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、政令で定めると

ころにより、条例で、年度（毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以

下同じ。）ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を

徴収するものとする。 
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２ 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。 

 

（標準保険料率） 

第八十二条の三 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該

都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値（第三項におい

て「市町村標準保険料率」という。）を算定するものとする。 

２ 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の

全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値（次項において「都道府県標

準保険料率」という。）を算定するものとする。 

３ 都道府県は、市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率（以下この条にお

いて「標準保険料率」という。）を算定したときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、標準保険料率を当該都道府県内の市町村に通知するものとする。 

４ 前項に規定する場合において、都道府県は、厚生労働省令で定めるところによ

り、遅滞なく、標準保険料率を公表するよう努めるものとする。 

 

○ また、参議院厚生労働委員会における附帯決議では、以下の記述がある。 

 

一、国民健康保険について 

１ 都道府県を市町村とともに国民健康保険の保険者とするに当たっては、都道

府県と市町村との間の連携が図られるよう、両者の権限及び責任を明確にする

とともに、国民健康保険事業費納付金の納付等が円滑に行われるよう必要な支

援を行い、あわせて、市町村の保険者機能や加入者の利便性を損なわせることが

ないよう、円滑な運営に向けた環境整備を着実に進めること。また、都道府県内

の保険料負担の平準化を進めるに当たっては、医療サービスの水準に地域格差

がある現状に鑑み、受けられる医療サービスに見合わない保険料負担とならな

いよう配慮すること。 

 

○ このように定められた納付金や標準保険料率の算定方法の詳細について、国保基盤

強化協議会事務レベルＷＧでの議論を踏まえ、「国民健康保険における納付金及び標準

保険料率の算定方法について（ガイドライン）」（平成 28年４月）をとりまとめ、その

後、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律」（令和３年法律第 66号）による国保法の改正、「全世代対応型の持続可能な社会保

障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 31号）

による国保法改正等により、平成 30年度の国保制度改革の趣旨の更なる深化が行われ

た。 

 また、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令和６年法律第 47号）に

より、医療保険者等は子ども・子育て支援納付金の納付義務を負うこととされた。国民

健康保険においては、都道府県が子ども・子育て支援納付金を納付するための費用を徴

収することとされ、市町村は当該費用を保険料として被保険者から徴収することとな

った。 

○ 今回、これらの制度改正等を踏まえた納付金の算定方法をお示しするため、ガイドラ

インの改正を行うこととした。各都道府県におかれては、本ガイドラインを参考に、令

和８年度以降の納付金の算定を行っていただきたい。 

○ なお、このガイドラインは、法令に規定された事項を除き、地方自治法（昭和 22年

法律第 67号）第 245条の４第１項に基づく技術的助言である。  
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２．基本的考え方及び全体像 

（１）基本的考え方 

ア）全体像 

○ 国民健康保険については、従来、各市町村（特別区を含む。以下同じ。）が個別

に運営を行ってきたものであるが、平成 30年度から、都道府県が財政運営の責任

主体となり、市町村との適切な役割分担の下、国保の運営に中心的な役割を担うこ

ととなった。都道府県が財政運営を担う仕組みにおいて、納付金の配分及び標準保

険料率の設定のあり方については、被保険者の保険料水準に大きな影響を与える

ものであることから、国から制度趣旨や基本的なルールを示し、各都道府県は市町

村との協議を踏まえて当該都道府県における納付金の配分ルールや市町村標準保

険料率の算定ルールを決定、条例等を定めることとなった。その際、各都道府県に

おける医療費水準や保険料水準等に係る実態や課題が様々であることから、都道

府県による財政運営という改革の趣旨に照らし、そうした実態や課題に応じて各

都道府県が市町村と協議を行いながら決定する必要があり、したがって国が示す

納付金及び市町村標準保険料率の算定方法についても一定の幅が必要とされるも

のと考える。 

○ 平成 30年度の国保改革（以下「国保改革」という。）前においては、各市町村が

財政運営を行うに当たって、それぞれ、保険給付費を推計し、当該推計額から公費

等による収入を控除して保険料収納必要額を算出し、それを基に保険料率を決定

していた。ただし、保険料収入と公費等による収入負担だけでは医療給付を賄うこ

とができず、決算補填を目的とする一般会計繰入を行っている市町村も多いとい

う状況であった。また、保険料の算定方式についても、各市町村がそれぞれの実情

に応じて２方式、３方式、４方式を採用し、応能割・応益割比率等も国の法令を踏

まえつつもそれぞれが決定していた。このように各市町村の保険料設定方法はそ

れぞれに異なっているため、市町村間の保険料水準を比較しようとしても、どのよ

うな事情に基づいて差異が生じているのかが見えづらいものとなっており、例え

ば、被保険者が他市町村へ転居した際に保険料水準が変動しても、その理由を明確

に説明することが困難となっていた。 

○ このため、国保改革においては、国保に対し、毎年約 3,400億円の財政支援の拡

充等によりその財政基盤を強化することとしており、被保険者の負担の軽減やそ

の伸びの抑制が可能となった。また、都道府県が市町村とともに国保を運営するこ

ととし、標準的な住民負担の「見える化」や将来的な保険料水準の統一を図る観点

から、財政運営の責任主体である都道府県が、市町村ごとの標準保険料率を定める

こととした。 

○ 都道府県も国保の保険者と位置づけられ、都道府県が市町村とともに国保の運

営を担うことに伴い、都道府県内の保険料水準を統一すべきではないかとの意見

もあったが、多くの地域では、都道府県内市町村間で医療費水準や保険料水準等に

差異があり、また、保険料の算定方式のバラツキも見られる状況であった。そのた

め、都道府県内の保険料水準を平成 30年度から一斉に統一させることは、多くの

地域において、被保険者の保険料負担の急変を招くことが予想され、また、参議院

厚生労働委員会の附帯決議にあるように、医療サービスの水準に地域差がある都

道府県においては、被保険者が受けられる医療サービスに見合わない保険料負担

とならないような配慮も求められた。 

こうした事情も踏まえ、平成 27 年 2 月 12 日に決定された「国民健康保険の見

直し」においては、「都道府県は、市町村ごとの分賦金の額を決定するに当たり、

市町村の医療費適正化機能が積極的に発揮されるよう、市町村ごとの医療費水準
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（年齢構成の差異を調整し、複数年の平均値を用いたもの）を反映するとともに、

負担能力に応じた負担とする観点から、市町村ごとの所得水準を反映する」として

いた。 

○ ただし、地域によって柔軟な対応ができるよう、「国民健康保険の見直し」では、

「保険料率については、市町村ごとに設定することを基本としつつ、地域の実情に

応じて、二次医療圏ごと、都道府県ごとに保険料率を一本化することも可能な仕組

みとする」と規定しており、保険料率を一本化するためには、納付金の配分の方法

においても配慮が必要であり、特別の仕組みを設けることとした。 

○ このように、多くの都道府県において、とりわけ国保改革後は、納付金の額を決

定する際に医療費水準を反映することとされたが、医療費水準を市町村単位で保

険料に反映させるのではなく、都道府県単位で保険料に反映させることで、医療費

水準の変動をより平準化して保険料に反映させることができ、保険料の変動をよ

り抑制し、国保財政の運営を安定化できるようになる。このため、都道府県におい

ては、都道府県内市町村の意見を十分踏まえつつ、各市町村の納付金にそれぞれの

医療費水準を反映させないこと（以下「納付金ベースの統一」という。）を目指し、

都道府県内の各地域で提供される医療サービスの均質化や医療費適正化の取り組

み等を進めることが求められる。 

○ また、国保改革後は、都道府県内の保険給付を管内の全市町村、全被保険者で支

え合う仕組みとなっており、都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を、

同じ保険料負担で受けられることが望ましいため、同じ所得水準・同じ世帯構成で

あれば同じ保険料負担とすること（以下「完全統一」という。）を目指していくこ

とが求められる。 

 

（参考：都道府県間における調整） 

○ なお、各被保険者の保険料水準について医療費水準及び所得水準を踏まえ、適正化

するに当たっては、都道府県内においては納付金及び標準保険料率の仕組みがあるが、

都道府県間においても交付金等による調整の仕組みが必要である。 

・ 都道府県間の医療費水準の差については、医療費水準が高い都道府県ほど保険料

水準も高くなることとなるが、高齢者の割合が多いことが医療費水準の高さの要因

になっている場合には調整を行う必要があることから、保険制度間をまたいだ、前

期高齢者交付金の仕組みにより、一定の調整が行われることとなる。 

・ 都道府県間の所得水準の差については、国保法第 72 条第１項に基づき、普通調

整交付金が同じ医療費水準であれば同じ保険料率となるよう都道府県間の所得水

準を調整する役割を担うこととしている。 

・ また、例えば医療費に占める精神疾患に係る割合が大きい場合など、その他、全

国レベルで調整すべき都道府県や市町村の個別の事情に応じた調整を行うため、特

別調整交付金の交付を行うこととしている。 

 

イ）納付金の算定における医療費水準による調整について 

○ 上記で説明してきたように、提供される医療サービスの水準の違いなどから、都

道府県内の各市町村の医療費水準に差があることや、医療費水準が保険料に反映

されることで市町村の医療費適正化機能が積極的に発揮されることから、納付金

の算定に医療費水準を反映することを可能としている。 

○ この際、その医療費水準の高低は高齢者の割合が多いなど年齢構成の差異がそ

の原因である場合があるため、年齢構成の差異を調整した医療費水準を用いるこ
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ととしている。また、特に被保険者数の少ない市町村においては、毎年の医療費が

増減しやすいことから、医療費水準を単年度の実績ではなく、複数年度の平均値を

使用することで平準化し、納付金の額ひいては保険料の急激な変動が起きにくい

仕組みとしている。 

 

ウ）納付金の算定における所得水準の調整について 

○ 同じ保険料率であっても被保険者の所得水準に応じて保険料額に差が生じるよ

うに、各市町村間で同じ保険料率であったとしても、その所得水準に応じて集めら

れる保険料総額に違いが生じることから、各市町村の納付金を負担できる能力にも

差が生じることとなる。こうしたことから、所得水準に応じて納付金の額を調整す

ることが必要とされる。言い換えると、市町村で同じ医療費水準（年齢調整後）で

あった場合には同じ保険料水準となることが公平であり、そのためには、所得水準

が低い市町村には納付金を少なく、所得水準が高い市町村には納付金を多く配分す

る必要がある。 

○ ただし、国保の保険料には応益割の考え方があり、所得水準の高低にかかわらず

賦課すべき額があることから、納付金の配分に当たっても、都道府県内合計の納付

金総額のうち、応能分について、所得水準等の能力に応じた配分を行う必要があ

る。、応能分で集める割合は後期高齢者医療制度と同様に、都道府県平均の所得水

準が全国平均より高い場合には多い割合とし、所得水準が全国平均より低い場合

には少ない割合とすることとする。このように応能分で集める割合を調整するこ

とで、他の都道府県と比較して、所得の低い都道府県における管内の所得水準の高

い市町村に過度な応能割分の納付金負担が課せられたり、逆に所得の高い都道府

県における管内の所得水準の低い市町村に過度な応益割分の納付金負担が課せら

れたりすることがないように調整が行われ、ひいては公平・適切な保険料負担とな

る。 

○ なお、所得水準の算出に当たっては、所得が著しく高い被保険者の影響で市町村

や都道府県の所得水準を過度に引き上げることがないよう推計を用いて賦課限度

額を超える所得を控除することとする。また、単年度の実績ではなく、複数年度の

平均値を使用することで、納付金の額ひいては保険料の急激な変動が起きにくい

仕組みとしている。 

 

エ）標準保険料率の考え方について 

○ 国保法第 82条の３の規定により、都道府県は納付金額を踏まえ、市町村ごとの

保険料率の標準的な水準を表す「市町村標準保険料率」及び当該都道府県内全ての

市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値である「都道府県標準保険料率」を示

さなければならない。 

○ 市町村標準保険料率については、 

・各市町村のあるべき保険料率の見える化を図る 

・各市町村が具体的に目指すべき、直接参考にできる値を示す 

という二つの役割を担うこととなる。 

○ 都道府県は、当該都道府県内市町村の意見を踏まえつつ、将来的には完全統一を

目指すものの、管内で医療費水準や保険料水準に格差がある場合は、まずは、公平・

適切な保険料水準に近づけていくことが必要であり、同時に、各都道府県が定める

算定方式に対して統一化に向けて少しずつ市町村の現状の保険料算定方式から変
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化させていく必要がある。 

○ 一方、見える化を図るという観点から、各都道府県統一の算定基準に基づく市町

村標準保険料率を示すこととしている。これにより、各市町村は他市町村との比較

も含めて、市町村ごとのあるべき保険料率とその理由を把握することが可能とな

る。 

○ 各市町村の保険料率の算定基準が、都道府県の定める標準的な算定基準と異な

る場合などには、都道府県統一の算定基準に基づく市町村標準保険料率は当該市

町村の現状の保険料設定と大きく異なることとなる。その際、市町村は示された市

町村標準保険料率を将来目標として参考にすることとなる。ただし、直近の年度の

保険料設定においては参考にできない可能性があるため、都道府県は市町村標準

保険料率を示す際、あわせて各市町村の算定基準をもとに算定した保険料率も示

すよう努めることとする。なお、各市町村の算定基準をもとに算定した保険料率は、

市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率とは異なり、法令上の根拠がある

ものではなく、参考に示すものである。 

○ また、市町村標準保険料率を示すに当たっては、各市町村が具体的に参考とする

ことができるよう、配分された納付金の規模から、保険者支援制度など推計可能な

市町村向けの公費支援を減算したり、保健事業費を加算したりするなど、各市町村

が実際に保険料率を決定する時と同じ調整をした上で算定を行うこととする。○ 

また、市町村標準保険料率の算定に用いた保険料総額をもとに、都道府県標準保険

料率を全国統一の算定基準により求めることとしており、これにより、都道府県の

あるべき保険料水準の見える化を図ることとしている。 

 

（２）広域連合における納付金と標準保険料率について 

○ 納付金と標準保険料率については、都道府県内の各市町村から提出されたデータ

に基づき、都道府県が算定し、市町村ごとに納付金額及び標準保険料率を決定するこ

とを基本とするが、広域連合ごとで統一の保険料にしたいという要望があった市町

村については、提出されたデータをもとに一つの市町村として納付金及び標準保険

料率を算定することも可能な仕組みとする。 

○ こうした、広域連合単位での保険料の統一により、都道府県内で統一の保険料水準

に将来的に近づく他、事務の広域化も進むことが見込まれる。 

○ さらに、都道府県における、財政運営面における保険者機能の広域化の趣旨から、

小規模市町村における高額医療費の発生による保険料の急増を抑制するために、医

療費の高額部分について、都道府県内で共同負担することで調整する仕組みも設け、

各都道府県の実情に応じて活用可能としている。 

 

（３）算定の流れの全体像 

○ 医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付金分は

納付金の計算を行うに当たって考慮する要素が異なるため、それぞれ個別に納付金

総額、各市町村の納付金額を計算することとし、最後に合算することとする。 

○ 同様に、標準保険料率についても、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分

及び子ども・子育て支援納付金分がそれぞれ個別に算出されることとなる。 

○ 納付金の算出に当たっては、推計された医療費や公費、過去の所得水準等をもとに

計算されることとなるが、市町村の国保運営の安定化のため、都道府県と各市町村の

個別の関係において精算は行わないことを基本とする。 
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３． 医療分の納付金算定 

（１）保険料収納必要総額の算出 

ア）全体像 

○ 都道府県は保険給付費の推計をもとに、保険料収納必要総額を算出し、当該総額

を医療費水準及び所得水準に応じて都道府県内の各市町村に納付金として割り当

てる。そのため、納付金の算定に当たっては、まずは保険料収納必要総額を算出す

る必要がある。納付金については、医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分

及び子ども・子育て支援納付金分についてそれぞれ算出・決定する必要があるが、

ここでは、医療分の算出について示す。 

 

イ）保険給付費の推計について 

○ 都道府県は国保運営方針に基づき、医療費の見通しを定めることとなるが、この

医療費の見通しと整合的な保険給付費の推計を行う。保険給付費の推計方法につ

いては、別途定める。 

○ 保険給付費の推計に伴い、都道府県全体として交付を受けることが見込まれる、

下記の公費の推計をあわせて行う。 

 

・前期高齢者交付金 

・前期高齢者納付金等（前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金） 

・流行初期医療確保拠出金等（流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係

事務費拠出金） 

・療養給付費等負担金（保険基盤安定繰入金控除後及び地方単独事業の減額調整後） 

・普通調整交付金（医療分、地方単独事業の減額調整後） 

・特別調整交付金（都道府県分。ただし、都道府県分のうち市町村重点配分分を除

く。） 

・都道府県繰入金（１号分。地方単独事業の減額調整後。） 

・高額医療費負担金（国及び都道府県による負担金） 

・特別高額医療費共同事業交付金 

・特別高額医療費共同事業拠出金 

・特別高額医療費共同事業費負担金 

・保険者努力支援交付金（都道府県分。ただし、都道府県分のうち市町村重点配分

分を除く。） 

・出産育児交付金 

※１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改

正する法律（令和４年法律第 96 号）において、令和６年度から、各都道府

県は支払基金に対して、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関

係事務費拠出金を納付する義務を負うこととされたところである。この流

行初期医療確保拠出金等は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する

政令（昭和 34年政令第 41号。以下「算定政令」という。）において、医療

分の納付金算定において加算することとしているが、当該年度に流行初期

医療確保措置が講じられることが明らかにならない限り、その推計は困難

であることから、原則として推計は行わないものとし、以降、本ガイドライ

ンにおいても記載しない。 

また、当該年度の途中に流行初期医療確保措置が講じられた場合は、その

性質上、同時に医療給付費の減少を伴うことから、保険給付費等交付金（普

通交付金）の余剰財源を活用して当該年度の流行初期医療確保拠出金等に

充てることが考えられる。 
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※２ 特別調整交付金及び保険者努力支援交付金は都道府県分、市町村分があ

り、都道府県分は①納付金総額から差し引く、又は②更に都道府県の定める

指標に応じて市町村に重点配分を行うこととなる（都道府県内再交付）が、

ここでは①の額。 

市町村重点配分分とは、市町村との合意の下、都道府県の定める基準に基

づき市町村に重点配分を行う場合、保険料で賄うべき国保事業に要する費

用に充当する額。 

※３ 保険給付費や前期高齢者交付金等の推計に当たっては、国が示す係数を

参考にしつつ、各都道府県の実情も踏まえて推計することとする。 

 

ウ）保険料収納必要総額の算出 

○ 保険給付費の推計から、前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等を加減算し、

前期調整後保険給付費を算出する。 

○ 前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等は、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和 57年法律第 80号）第 35条及び第 39条に基づき、当年度に概算で算定し

２年後に確定される。 

 

保険給付費（Ａ）  

－前期高齢者交付金 

＋前期高齢者納付金等 

＝Ａ’＝前期調整後保険給付費 

 

※ 前期高齢者交付金には前期高齢者に係る後期高齢者支援金の額を含む。 

○ 前期調整後保険給付費から当該金額等をもとに推計された公費等を加減算し、

保険料収納必要総額を算出する。 

○ また、納付金の過年度調整（納付金の過多）分があれば、減算する調整を行うこ

とも可能だが、医療費水準の変動や前期高齢者交付金の精算等に備え、市町村と協

議の上、その一部を基金(財政安定化基金（財政調整事業分）又は都道府県が独自

に設立する基金)に積み立てることも考えられる。 

○ 更に、予期せぬ保険給付費の増に対して取崩を行った財政安定化基金に都道府

県が行う繰入額及び財政安定化基金から市町村に交付・貸付を行った分の拠出額・

償還額についても市町村全体の保険料で賄うこととなるため、保険料収納必要総

額に加算する。 

※ 都道府県は、保険給付費の増加等に対応するため、財政安定化基金を取崩した

ときは、取崩分相当額について、翌々年度以降、県内各市町村の納付金に上乗せ

して徴収する（算定政令第９条第２項）。 

一方、保険料の収納不足等が生じた市町村が財政安定化基金の貸付・交付を受

けた場合には、貸付等を受けた翌々年度から貸付事業に係る償還金・交付事業に

係る拠出金を都道府県に納付することとなるが、当該償還金等は、国保法上、基

金事業に対するものであって、納付金の対象となる保険給付費等の保険事業に

該当しないため、納付金に含まず、別途、都道府県に償還・拠出を行う必要があ

る。ただし、市町村は償還金・拠出金の財源を保険料で集める必要があるため、

保険料収納必要額（基礎賦課額）に含める（施行令第 29条の７第２項第１号イ 

(３)(４)）。 
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○ 都道府県が国民健康保険事業に要する費用のうち、保険料等の財源で賄う必要

があるものについては、納付金の総額に加算する。どのような費用を加算するかに

ついては都道府県内市町村との協議の場（国保運営方針策定のために設置する連

携会議等）において予め各市町村の意見を伺うものとする。都道府県の事業費のう

ち、市町村ごとに特定の金額を負担すべきものについては、各市町村の納付金に加

算することも可能とする。なお、事務費については、保険料で賄う費用ではないた

め、納付金に加算しない。 

○ 財政安定化基金には、令和４年度より、財政調整機能が付与された。これは、納付

金の過年度調整（納付金の過多）分があった場合に、その剰余金の範囲内で財政安定

化基金の財政調整事業分として積み立て、医療費水準の変動等による納付金の著し

い上昇を抑制するなど、安定的な財政運営のために必要な場合に取り崩し都道府県

特別会計に繰り入れることにより、納付金総額から差し引くことを可能とする。この

財政調整事業の活用方法については、管内市町村と十分に議論を行い、決定する必要

がある。 

 

Ａ’ －療養給付費等負担金（保険基盤安定繰入金控除後及び地方単独事業の減額調

整後） 

－普通調整交付金（地方単独事業の減額調整後） 

－特別調整交付金（都道府県分。ただし、都道府県分のうち市町村重点配分分を

除く。） 

－都道府県繰入金（１号分。地方単独事業の減額調整後。） 

－高額医療費負担金（国及び都道府県による負担金） 

－特別高額医療費共同事業交付金 

－特別高額医療費共同事業費負担金 

－出産育児交付金 

－過年度調整（納付金の過多） 

－保険者努力支援交付金（都道府県分。ただし、都道府県分のうち市町村重点配

分分及び予防・健康づくり支援に係る部分のうち事業費部分を除く。） 

＋特別高額医療費共同事業拠出金 

＋財政安定化基金積立金（都道府県全体の取崩分） 

＋財政安定化基金積立金（市町村の償還分） 

＋財政安定化基金積立金（市町村の拠出分） 

＋財政安定化基金積立金（市町村起因の繰入分） 

＋都道府県の事業費 

＋予備費（都道府県分、保険料財源分） 

－財政安定化基金財政調整事業分（取崩分、医療分） 

＝Ｂ＝保険料収納必要総額 

 

※ 災害等の特別な事情に起因する保険料収納率の悪化等により、各市町村に交

付した財政安定化基金を補填する場合、交付を受けた当該市町村が負担するこ

とを基本としているが、都道府県内全ての市町村で補填額を按分する場合には、

保険料収納必要総額算定時に加算して市町村に按分することを原則とする。 

※ 予防・健康づくり支援に係る部分のうち、事業費部分（予防・健康づくり事業

に要する費用に応じて交付する部分）については、予防・健康づくり事業に使途

が限定されているため、納付金の軽減財源から控除する。 

また、予防・健康づくり支援に係る部分のうち、事業費連動部分（予防・健康

づくり事業の状況を示す評価指標に基づいて配分する部分）については、当年度
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の予防・健康づくり事業の状況に応じて配分され、保険給付費等交付金に充当さ

れることとなるため、納付金算定の際には考慮しない。なお、結果として生じる

剰余金については、市町村と調整の上、翌年度以降の調整財源として適切に活用

することとする。 

※ 当ガイドラインにおいては、保健事業や付加給付等は市町村ごとに差があるた

め、納付金で集める金額に含んでいないが、納付金として集め、また同時に保険給

付費等交付金の対象範囲を拡大することも可能とする。ただし、都道府県がこうし

た調整を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映することとする。 

 

エ）高額医療費負担金等の調整 

○ 国保法第 70 条第３項、第 72 条の２第２項に規定された高額医療費負担金及び

第 81条の３に規定された特別高額医療費共同事業費負担金については、高額医療

費、特別高額医療費が発生した市町村の保険料負担の増加を抑制するために活用

する場合は、これらの公費を先に算出した保険料収納必要総額に一度加算した上

で、医療費水準及び所得水準により各市町村の納付金基礎額を算定した後に、当該

市町村の過去の高額医療費発生の実績に応じてそれぞれ差し引くこととする。 

○ ただし、都道府県で保険料水準を統一するに当たっては医療費水準を納付金の

配分に反映させないことから、上記のような調整を行わない仕組みも設けること

とする。また、高額医療費を共同負担する場合（後述）も同様とする。なお、都道

府県がこうした仕組みで運営を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映す

ることとする。 

○ また、国保法第 73条の２に規定された出産育児交付金については、各市町村の

出産育児一時金の発生状況による保険料負担の増加を抑制するために活用する場

合は、先に算出した保険料収納必要総額に一度加算した上で、医療費水準及び所得

水準により各市町村の納付金基礎額を算定した後に、当該市町村の過去の出産育

児一時金に係る保険料相当額に応じて差し引くこととする。 

○ ただし、都道府県で保険料水準を統一するに当たっては、市町村ごとに納付金額

から差し引くという調整を行わないこととする。なお、都道府県がこうした仕組み

で運営を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映することとする。 

 

Ｂ ＋高額医療費負担金（国及び都道府県による負担金） 

＋特別高額医療費共同事業費負担金 

＋出産育児交付金 

－地方単独事業の減額調整分 

－財政安定化基金積立金（市町村の償還分） 

－財政安定化基金積立金（市町村の拠出分（交付対象市町村のみ拠出する場合）） 

－財政安定化基金積立金（市町村起因の繰入分（特定の市町村の納付金に含める場 

合）） 

＝Ｃ＝納付金算定基礎額 

 
 
 
（２）納付金の算定 

ア）全体像 

○ 納付金の算定は、算定政令第９条第１項に基づき、「年齢構成の差異を調整した
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医療費水準」と「所得水準」に応じて計算を行う必要がある。 

 

Ｃ ×｛１＋α・（年齢調整後の医療費指数－１）｝ 

×｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

× γ 

＝ c ＝各市町村ごとの納付金基礎額 

 

※ 医療費指数反映係数αは医療費指数をどの程度反映させるかを調整する係数

（０≦α≦１） 

・α＝１の時、医療費指数を納付金の配分に全て反映。 

・α＝０の時、医療費指数を納付金の配分に全く反映させない（納付金ベースの

統一） 

※ 所得係数βは、所得（応能）シェアと人数（応益）シェアの加重を決定するも

のであり、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて、所得（応能）シェ

アで按分する比率（β）を増減することを原則とする。なお、所得水準が全国平

均である都道府県においてはβ＝１となり、応能と応益の割合が 50:50となる。 

※ 年齢調整後の医療費水準及び所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基

礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき総額に合わせるために調整係数

（γ）によって全体の額を調整することとする。 

 この際、都道府県で保険料水準を統一するに当たって、収納率の高低で保険料

率が変化しないような納付金額を計算するために、標準的な収納率による調整

を行うことも可能とする。 

○ 上記の計算式において各市町村の納付金基礎額を算定した後、各市町村ごとの

事情に応じて納付金額の調整を行うこととする。 

○ 財政安定化基金の財政調整事業分については、前述のとおり、納付金の著しい上

昇を抑制するために活用することが可能であり、各市町村の納付金の減算に活用

することも可能とする。 

 

c   －高額医療費負担金（国及び都道府県による負担金） 

－特別高額医療費共同事業費負担金 

－出産育児交付金 

－特別調整交付金（都道府県分のうち市町村重点配分分） 

－保険者努力支援交付金（都道府県分のうち市町村重点配分分。予防・健康づくり

支援に係る部分のうち事業費部分を除く。） 

－都道府県による地方単独事業分（都道府県負担分） 

－財政安定化基金積立金（市町村の拠出分。ただし、納付金算定方式により市町村

按分する場合及び特定の市町村で被保険者数按分する場合に限る。） 

－財政安定化基金財政調整事業分（各市町村への取崩分、医療分） 

＋財政安定化基金積立金（市町村起因の繰入分（特定の市町村の納付金に含める場

合）） 

＋地方単独事業の減額調整分 

＋審査支払手数料 

＋都道府県の事業費（市町村別加算分） 

＝ d ＝各市町村の納付金（医療分） 

 

※ 特別調整交付金のうち、子ども被保険者に係るものについては、各都道府県に
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おいて、市町村の過去の交付実績及び子ども被保険者数に着目した再配分を行

うことを基本とする。 

※ 予防・健康づくり支援に係る部分のうち、事業費部分（予防・健康づくり事業

に要する費用に応じて交付する部分）については、予防・健康づくり事業に使途

が限定されているため、納付金の軽減財源から控除する。 

また、予防・健康づくり支援に係る部分のうち、事業費連動部分（予防・健

康づくり事業の状況を示す評価指標に基づいて配分する部分）については、当

年度の予防・健康づくり事業の状況に応じて配分され、保険給付費等交付金に

充当されることとなるため、納付金算定の際には考慮しない。なお、結果とし

て生じる剰余金については、市町村と調整の上、翌年度以降の調整財源として

適切に活用することとする。 

 

イ）年齢調整後の医療費指数の算出 

(i) 市町村ごとの調整 

○ 「５歳階級別」の「全国平均の１人あたり医療費」を各市町村の被保険者の年

齢構成に当てはめることで、「当該市町村の各年齢階級別の１人あたり医療費が

全国平均であった場合の１人あたり医療費（Ｘ）」を算出する。 

※ １人あたり医療費とは、保険財政の対象となる給付費（自己負担分を除く）

を被保険者数で除した額をいう。 

○ 「当該市町村の各年齢階級別の１人あたり医療費が全国平均であった場合の

１人あたり医療費（Ｘ）」と「当該市町村の実績の１人あたり医療費（Ｙ）」を比

較する（ＹをＸで除する）ことで、「年齢調整後の医療費指数（Ｚ）」を算出[間

接法]。 

○ 直近３年分の「年齢調整後の医療費指数（Ｚ）」を算出後に平均して「複数年

平均の数値（Ｚ
－

）」を求める。 

 

各年齢階級における全国平均の１人あたり医療費 ：Ｍ
0-4

、Ｍ
5-9

、・・・Ｍ
70-74

 

当該市町村の各年齢階級別の被保険者数  ：n
0-4

、n
5-9

、・・・ n
70-74

 

当該市町村の各年齢階級別の１人あたり医療費が全国平均であった場合の１人あたり

医療費[Ｘ] 

＝(Ｍ
0-4

・n
0-4

＋Ｍ
5-9

・n
5-9

＋・・・＋Ｍ
70-74

・ n
70-74

)/当該市町村の被保険者総数[ n
0-74

] 

年齢調整後の医療費指数[Ｚ] 

  ＝当該市町村の実績の１人あたり医療費[Ｙ]／Ｘ 

直近年度(納付金算定年度の前々年度)の年齢調整後の医療費指数Ｚ：Ｚ
ｎ

とした場合 

複数年平均の数値[Ｚ
－

]＝（Ｚ
ｎ

＋Ｚ
ｎ-1

＋Ｚ
ｎ-2

）/３ 

 

 

(ii) 二次医療圏ごとや都道府県ごと等での調整 

① 二次医療圏ごと等における医療費の調整 

○ 提供される医療サービスが等しく、年齢調整後の医療費水準が潜在的に大

きく異ならない二次医療圏等において、保険料水準を統一するために、上記

の年齢調整後の医療費指数の計算を「二次医療圏等での各年齢階級別の被保
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険者数」、「二次医療圏等における実績の１人当たり医療費」を用いて計算し、

各市町村の納付金を計算する際には、「二次医療圏ごとの年齢調整後の医療費

指数」を使用することも可能な仕組みとする。この場合、当該二次医療圏では

保険料水準の統一に近づくこととなる。なお、都道府県がこうした調整を行

う場合、都道府県は当該市町村の意見を十分反映することとする。 

 

② 高額医療費による調整 

○ レセプト１件当たりの額が著しく高額な部分（例えば、特別高額医療費共同

事業の対象である 420万円超レセプトのうち 200万円超部分）については、高

額医療費負担金や特別高額医療費共同事業費負担金により一定の負担緩和が

行われるが、小規模な市町村において著しく高額な医療費が発生した場合の

リスクの更なる緩和を図る観点から、市町村ごとの納付金の額を決定する際

に、例えば当該医療費については二次医療圏ごと等で、共同で負担することが

できるように、納付金の仕組みにおいて特別な調整を可能とする仕組みを導

入する。なお、都道府県がこうした調整を行う場合、都道府県は市町村の意見

を十分反映することとする。 

○ 共同負担による調整を行う場合には、年齢調整後の医療費指数[Ｚ]を算出

する際に、当該市町村の実績の１人あたり医療費[Ｙ]を用いるのではなく、高

額医療費の共同負担部分を調整した１人あたり医療費[Ｙ
―

]を用いる。 

 

 

（例）例えば 90万円超の医療費を都道府県内で共同で負担する場合 

高額医療費の共同負担部分を調整した医療費[Ｙ
―

] 

＝[Ｙ×ｎ
0-74

－ q＋Q×ｎ
0-74

/ N
0-74

]/ｎ
0-74

 

当該市町村の 90万円以上のレセプトの 90万円超部分の合計：q 

都道府県内合計の 90万円以上のレセプトの 90万円超部分の合計 ：Q 

当該市町村の被保険者総数：ｎ
0-74

 

都道府県の被保険者総数 ： N
0-74

 

 

※ なお、この場合、高額医療費負担金、特別高額医療費共同事業費負担金に

よる調整（納付金算定基礎額（Ｃ）への負担金の加算及び各市町村の納付金

基礎額（c）からの負担金の減算）は二重調整となるため不要となり、当該

公費の見込額は単純に都道府県合計の納付金総額から差し引くこととなる。 

 
(iii)医療費のデータについて 

○ 各年齢階級における全国平均の１人あたり医療費[Ｍ]や当該市町村の実績の

１人あたり医療費[Ｙ]として使用する医療費のデータについては、公平性と実

務面での有効性を考慮し、以下の数値を用いる。 

なお、「国民健康保険事業年報」や「医療給付実態調査報告」の数値が確定し

た後において、過年度分の誤謬や遡及適用が判明した場合には、都道府県と市町

村で協議した上で、過年度分のデータを修正することも可能とする。 

○ 当該市町村の実績の１人あたり医療費の算出に用いる医療費指数算定基礎額

については、「国民健康保険事業年報」の値を用いて、以下の費用（給付費ベー

ス）を合算したものとする。 

・療養の給付に要した費用 
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・入院時食事療養費 

・入院時生活療養費 

・保険外併用療養費 

・療養費 

・訪問看護療養費 

・特別療養費 

・移送費 

・高額療養費 

・高額介護合算療養費 

※ 出産育児一時金、葬祭費、付加給付等は定率補助等の仕組みが一般の医療費

と異なることから、納付金及び保険給付費等交付金の対象としないことを原

則とする。ただし、都道府県で保険料水準の統一や各市町村の費用の平準化を

図るにあたり、このような給付費も納付金及び保険給付費等交付金に含める

ことも可能とする仕組みを設けることとする。その場合、対象拡大した経費も

納付金算定に加味する（１人あたりの経費をＹに加算する）ことも可能とする。

なお、都道府県がこうした仕組みで運営を行う場合、都道府県は市町村の意見

を十分反映することとする。 

○ ５歳階級別の全国平均の１人あたり医療費については、「医療給付実態調査報

告」の数値を活用することとする。ただし、療養費・移送費等が含まれていない

ため、一定の推計をもとに、国民健康保険事業年報のベースの値（給付費ベース）

を算出するものとする。 

○ ５歳階級別の市町村ごとの被保険者数のデータについては、国民健康保険実

態調査報告のデータを活用することとする。 

 

ウ）所得水準の調整 

(i)所得（応能）のシェア 

① 所得総額を用いて算出する場合 

○ 各市町村の所得総額を都道府県内の所得総額で除することで所得（応能）の

シェアを算出する。 

 

所得（応能）のシェア＝各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

 

※ 所得総額については、直近過去３年間の平均所得と推計年度の被保険者

数推計を活用して推計年度の所得総額を推計し、所得変動に連動する市町

村ごとの納付金の変動を緩和するとともに、標準保険料率としての精度を

高める。 

具体的な算出方法は下記のとおり。 

・普通調整交付金の算定のために算出した各被保険者の世帯の旧ただし書

き所得の総額（賦課限度額控除後）を被保険者数で除した１人あたり所得

総額を算出する。 

・１人あたり所得総額を直近過去３年の金額で平均する。 

・平均１人あたり所得総額に直近過去３年の被保険者数により推計した被

保険者数を乗じた数値を所得（応能）のシェアの計算に用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。 
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② 所得総額及び資産税総額を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が４方式である場合には、

下記の資産割を用いた応能シェアを用いることを可能とする。 

 

所得（応能）のシェア＝ 各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

×所得割指数 

＋各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額 

×資産割指数 

 

○ 所得割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める所得割賦課総額を示す割合とする。 

 

所得割指数＝所得割賦課総額/応能割賦課総額 

 

○ 資産割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める資産割賦課総額を示す割合とする。 

 

資産割指数＝資産割賦課総額/応能割賦課総額 

 

※ 所得総額の算出方法については、「① 所得総額を用いて算出する場合」

と同様である。 

※ 資産税総額についても、「① 所得総額を用いて算出する場合」の「所得」

を「資産税」に置き換えた方法により算出する。 

※ 所得割指数と資産割指数の合計は１となる。 

 

(ii)人数（応益）のシェア 

① 被保険者総数を用いて算出する場合 

○ 各市町村の被保険者総数を都道府県内の被保険者総数で除することで人数

（応益）のシェアを算出する。 

 

人数（応益）のシェア＝各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数 

 

※ 各市町村の被保険者総数は直近過去３年の被保険者数により推計した被

保険者数を用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。 

 

② 被保険者総数及び世帯総数を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が３方式又は４方式であ

る場合には、下記の平等割を用いた応益シェアを用いることを可能とする。 

※ ４方式で(i)所得（応能）のシェアで「②所得総額及び資産税総額を用い

て算出する場合」を選んだ場合には必ずこちらを選択することとなる。 

人数（応益）のシェア＝ 各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数 

×均等割指数 

＋各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数 

×平等割指数 
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○ 均等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額

に占める均等割賦課総額を示す割合とする。 

 

均等割指数＝均等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

○ 平等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額に

占める平等割総額を示す割合とする。 

 

平等割指数＝平等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

※ 各市町村の被保険者総数及び世帯総数は、直近過去３年の被保険者数及び

世帯数により推計した被保険者数及び世帯数を用いる。※ 均等割指数と平

等割指数の合計は１となる。 

 

(iii)βについて 

○ βは所得（応能）のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都

道府県の所得水準に応じて設定するものである。「都道府県平均の１人あたり所

得」を「全国平均の１人あたり所得」で除することにより算出する。ただし、激

変緩和等の観点から、国保改革後当面の間は、各都道府県において別途、β以外

のβ’を決定し使用することも可能な仕組みとする（ただし、その場合でも、後

述の都道府県標準保険料率の算定においては、都道府県間の比較の観点からβ

を使用するものとする）。 

  

β＝（都道府県内の所得総額/被保険者総数）/全国平均の１人あたり所得 

 

 

エ）標準的な収納率による調整   

○ 納付金を算定する際に、当該市町村の標準的な収納率を乗じることで、標準保険

料率の算定時における収納率での割り戻しによって、保険料率に差が生じないよ

うに特別な調整を行うものである。これを乗じることにより欠けた納付金総額に

ついては、下記「オ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集める

べき総額に合わせるための調整（γ調整）」において、調整されることとなる。な

お、都道府県がこうした調整を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映する

こととする。 

 

オ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき総額に合わせる

ための調整（γ調整） 

○ 年齢調整後の医療費水準及び所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎

額の総額を都道府県の納付金で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）に

よって全体の額を微調整する。 

○ 納付金算定基礎額を各市町村のγによる調整前の計算結果の合計で除した、調

整係数[γ]を各市町村の調整前の納付金基礎金額に乗ずることで、調整後の各市

町村の納付金基礎額（c）を算出する。 

※ 一般的にγは１前後となる。 
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各市町村の納付金基礎額[c] 

＝ γによる調整前の納付金基礎額 

×納付金算定基礎額[C] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額） 

 

（標準的な収納率による調整を行う場合） 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝ γによる調整前の納付金基礎額 × 標準的な収納率[s] 

×納付金算定基礎額[C] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額 × s） 

 

 

カ）個別事情による納付金額調整 

○ 各市町村の納付金基礎額(c)を算定した後、各市町村ごとの個別の事情に応じて

納付金額の調整を行うこととする。 

(i)高額医療費負担金、特別高額医療費共同事業費負担金による調整 

○ 市町村ごとに納付金額から差し引くべき高額医療費負担金及び特別高額医療

費共同事業費負担金については、直近過去３年の実績により各市町村に補助す

べき金額を算出することとする。ただし、都道府県で保険料水準を統一するに当

たっては、市町村ごとに納付金額から差し引くという調整を行わないことを基

本とする。 

 

各市町村の高額医療費負担金 

＝過去３年分の 90万円以上のレセプトの 90万円超部分の合計 

×1/3 

×調整係数 

各市町村の特別高額医療費共同事業費負担金 

＝過去３年分の 420万円超のレセプトの 200万円超部分の合計 

×1/3 

×調整係数 

 

※ 調整係数については、都道府県の高額医療費負担金及び特別高額医療費共

同事業費負担金が各市町村の高額医療費負担金及び特別高額医療費共同事業

費負担金の合計と等しくなるように、各都道府県が値を設定する。 

※ （イ）（ii）において、二次医療圏ごとに医療費水準を調整している場合に

は、公平の観点から別途調整が必要。 

 

(ii)都道府県分の特別調整交付金及び保険者努力支援交付金の市町村重点配分分 

○ 特別調整交付金及び保険者努力支援制度の都道府県交付分のうち、都道府県

の定める基準に応じて市町村に重点配分を行う分については、市町村との合意

の下、各市町村の納付金算定時に減算する。 

 

(iii)地方単独事業の減額調整分 

○ 地方単独事業の減額調整については、波及増分に係る国庫補助が措置されな

いため、市町村は都道府県に減額対象分を申請し、都道府県はまとめて国に申請

することとする。 
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○ 事務の簡素化の観点から、都度、保険給付費等交付金を減額することとはせず、

各市町村の納付金に、減額調整される定率負担分の見込みを加えることとする。 

 

地方単独事業の減額調整分 

＝過去の定率負担の減額調整分を踏まえて試算した見込額  

 

※ 各市町村が、地方単独事業を拡大した場合には、各市町村が試算の上、都道府

県の了解を得て提出する。 

 

(iv)財政安定化基金積立金（償還分・拠出分） 

○ 市町村が保険料収納不足により貸付を受けた財政安定化基金については、返

済計画に基づき返納を行うが、その場合には、当該市町村の納付金額に加算せず

に、保険料収納必要額に加算する。 

○ また、市町村が保険料収納不足により交付を受けた場合の 1/3 の拠出分につ

いては、交付を受けた当該市町村が負担することを基本としており、その場合に

は、当該市町村の納付金額に加算せずに、保険料収納必要額に加算する。 

 

(v)各市町村の審査支払手数料 

○ 各市町村の審査支払手数料は審査支払機関への支払を簡略化する観点から、

市町村が保険給付費等交付金の収納を国民健康保険団体連合会に委託する場合

には、都道府県がまとめて支払うことを可能とし、そのため、納付金に過去の審

査支払件数をもとに推計した審査支払件数の見込みに国民健康保険団体連合会

が定める（見積もる）当年度の審査支払手数料単価を乗じた額を加算することと

する。なお、一部市町村が国保連に保険給付費等交付金の収納を委託している場

合でも、審査支払手数料を当該市町村の納付金に加算することを可能とする。 

※ 保険給付費等交付金の支払いを市町村払いとする場合、審査支払手数料を

標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e)に加算する。 

○ 保険給付の種類により、審査支払手数料単価が異なるため、それぞれの審査支

払件数の見込み及び審査支払手数料単価から審査支払手数料を計算する。 

○ ただし、市町村から直接世帯主に支払う保険給付に該当し、都道府県から審査

支払機関へ診療報酬を直接支払っていない保険給付については、市町村ごとに

審査支払手数料を支払うこととし、各市町村の納付金の対象には含めないこと

とする。 

○ また、都道府県から審査支払機関へ診療報酬を直接支払っている保険給付に

ついては、一般会計繰入分も含めて各市町村の納付金額（d）に審査支払手数料

を含めた上で、各市町村の納付金額（d）から標準保険料率の算定に必要な保険

料総額（e）を算出する際に一般会計繰入分を減算する。 

 

各市町村の審査支払手数料合計 

＝Σ（過去の審査支払件数をもとに推計した保険給付の種類ごとの審査支払 

件数の見込み×保険給付の種類ごとの当年度の審査支払手数料単価） 

 

 

(ⅵ)出産育児交付金による調整 

○ 都道府県が支払基金に報告した管内市町村の出産育児一時金にかかる保険料

相当額に応じて、市町村ごとに按分し、各市町村の納付金（d）で調整する。た
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だし、都道府県で保険料水準を統一するに当たっては、市町村ごとに納付金額か

ら差し引くという調整を行わないことを基本とする。 

 

（３）標準保険料率の算定 

ア）標準保険料率算定のための納付金額の調整 

(i)全体像 

○ 市町村標準保険料率を算定するに当たっては、各市町村が可能な限りそのま

ま保険料率決定の参考にすることができるよう、上記（２）で算出した、各市町

村の納付金額(d)から減算するものと加算するものを整理する。 

○ 例えば、保険者支援制度や毎年給付されるため一定の規模が見込める算定可

能な特別調整交付金については、低所得者の被保険者数等に応じて自動的に交

付額が決定されるため、市町村に配分された納付金から差し引いて標準保険料

率を算定することで、より実態に近い保険料率を示すことが可能となる。 

○ 保険者努力支援制度の交付見込額については、別途示す。 

○ 過年度の保険料未収分については、財政安定化基金の借り入れが行われ、翌々

年度の納付金額に財政安定化基金償還分（及び拠出分）が加算されることが基本

となることから、過年度の保険料未収分に対する収納見込額のうち償還分等に

該当するものについては、標準保険料率算定に必要な保険料総額を計算する際

に減額することを基本とする。 

その他の過年度の保険料未収分に対する収納見込み額とは、滞納繰越分の収

納見込額と過年度の賦課を当年度に行う場合の収納見込額をいい、過年度の賦

課を当年度に行う場合とは、主に①所得の修正申告が翌年度にあった場合、②国

保の遡及適用が生じた場合等が想定される。 

○ 一方、保健事業や任意給付については各市町村により取組状況が異なるため、

保険給付費等交付金や納付金の算定に含めないが、標準保険料率の算定ベース

上は納付金に加算して算定する。過去実績や市町村の意見を参考に算定するこ

ととするが、保健事業費が著しく低い自治体については、国保運営方針等を踏ま

え、一定規模を加算して算定する。 

○ 各市町村の納付金額（d）への加算項目は、保険料を財源とするもののみ加算

し、高額療養費貸付金等の保険料を財源としないものは加算しない。同様に、一

般会計繰入分（決算補填等以外の目的の法定外分）は加算しない。その他、各市

町村の納付金額（d）への加算項目に充当していない決算補填等以外の目的の法

定外一般会計繰入分（例えば地方単独事業の波及増分等）についても、各市町村

の納付金額（d）から標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）を算出する際

に減算する。 

○ 各市町村の事務費については、一般財源により賄われるため、標準保険料率の

算定に必要な保険料総額（e）に加算しないこととする。保健事業の事務費につ

いては、国民健康保険法施行令(昭和 33 年政令第 362 号、以下「国保令」とい

う。）第 29条の７に基づき、保険料を財源とすることとされているため、標準保

険料率の算定に必要な保険料総額（e）に加算する保健事業の額に含める。 

○ なお、都道府県での保険料水準の統一を念頭に、保健事業や任意給付等につい

ても保険給付費等交付金による交付の対象とすることで、それぞれ納付金算定

基礎額（Ｃ）に各市町村の保健事業や任意給付等の見込み額を含めることとし、
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そのため標準保険料率算定の過程で各市町村の標準保険料率の算定に必要な保

険料総額（e）には加算しないことも可能な仕組みとする。 

この場合には、保健事業や任意給付等に係る市町村の一般会計繰入分（法定及

び決算補填等目的以外の法定外分）を前期調整後保険給付費（Ａ’）から減算し

て保険料収納必要総額（Ｂ）を算出した上で、各市町村の納付金基礎額（c）に

各市町村の繰入分を加算して市町村の納付金（d）を求め、市町村の納付金（d）

から各市町村の繰入分を減算して標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）

を算出することも可能な仕組みとする。なお、一般会計繰入分（法定及び決算補

填等目的以外の法定外分）は、都道府県の歳入となり、都道府県の保険料収納必

要総額（Ｂ）に含まれないため、都道府県の保険料収納必要総額（Ｂ）から減算

するのではなく、前期調整後保険給付費（Ａ’）から減算して、保険料収納必要

総額（Ｂ）を算出する。 

また、保険者支援制度や特別調整交付金等の市町村ごとに交付される公費の

見込みについても、上記の一般会計繰入分と同様の調整を行うことも可能な仕

組みとする。なお、都道府県がこうした仕組みで運営を行う場合、都道府県は市

町村の意見を十分反映することとする。 

○ また、各市町村の標準保険料率を算定する際には、各市町村の被保険者の理解

を深めるため、その水準や都道府県内の他の市町村との差異について、要因分析

を同時に行い、また、各市町村標準保険料率や都道府県標準保険料率を公表する

際には、あわせて年齢調整後の医療費指数を示すことが望ましい。 

※ 都道府県が示した標準保険料率に従ったとしてもその見込み以降の状況の

変化等により、定められた納付金額が集められなかった市町村は、財政安定化

基金の貸付等を受けることで、財政調整を行うこととなる。 

 

d  －保険者支援制度（医療分） 

－算定可能な特別調整交付金（医療費関係等） 

－算定可能な都道府県繰入金（２号分）（医療分） 

－保険者努力支援交付金（市町村交付分） 

－特定健康診査等負担金 

－過年度の保険料収納見込み（医療分） 

－出産育児一時金に係る市町村の一般会計繰入分（法定分） 

－財政安定化支援事業繰入金 

－決算補填等目的以外の法定外一般会計繰入分（地方単独事業の波及増分等） 

＋保健事業 

＋直診勘定繰出金 

＋出産育児諸費 

＋葬祭諸費 

＋育児諸費 

＋その他保険給付 

＋条例減免に要する費用（医療分） 

＋特定健康診査等に要する費用 

＋財政安定化基金積立金（市町村の償還分） 

＋財政安定化基金積立金（市町村の拠出分） 

＋予備費（市町村分、保険料財源分） 

＋その他基金（返済・積立） 

＝ e ＝標準保険料率の算定に必要な保険料総額 

 

保険給付費等交付金 

（特別交付金分） 
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※ これらの保険者支援制度等の交付金や保健事業等の費用の見込みについては、

国保運営方針等を踏まえつつ、過去の実績や市町村の意見を参考に算定する。 

※ 保険料軽減に係る特別調整交付金のうち、保険料率算定後に行う個別の保険

料軽減に対する特別調整交付金については減算の対象とならない。 

※ その他の収入項目及び支出項目については、都道府県、市町村との協議の上、

各市町村の納付金（d）もしくは標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）に

加減算することも可能とする。 

※ 保険料を財源とする予備費を計上した場合には、各市町村の納付金（d）から

標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）を算定する際に加算する。 

 

(ii)標準的な収納率による割り戻し 

○ 標準保険料率の算定に当たって都道府県国保運営方針に定められた、市町村

規模等に応じた標準的な収納率により標準保険料率の算定に必要な保険料総額

（e）を割り戻す。 

 

標準保険料率の算定に必要な保険料総額 （e）/標準的な収納率 （s） 

  ＝調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額＝e' 
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イ）市町村標準保険料率の算定（都道府県の算定方式に基づくもの） 

○ 国保運営方針に定められた都道府県ごとの標準割合や所得水準に基づき、所得

割賦課総額、資産割賦課総額、均等割賦課総額、平等割賦課総額を算出することと

する。 

※ ３方式の場合、資産割指数を０、所得割指数を１として計算する。 

※ ２方式の場合、さらに、平等割指数を０、均等割指数を１として計算する。 

※ 所得総額及び資産税総額は国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険

事業費納付金及び標準保険料率に関する省令(平成 29年厚生労働省令第 111号。

以下「交付金等省令」という。）に基づく方法により算定する。 

※ 所得総額、資産税総額、被保険者総数及び世帯総数については、所得（応能）

のシェア及び人数（応益）のシェアの算出に用いた数値により求める。 

 

所得・被保険者指数[t]＝ 

｛（β・（所得（応能）のシェア）＋人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×所得割指数 

×（各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額） 

＝所得割賦課総額＝g 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×資産割指数 

×（各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額） 

＝資産割賦課総額＝h 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

※ 算定の際は都道府県が国保運営方針で定める賦課限度額を考慮する。 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×均等割指数 

×（各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数） 

＝均等割賦課総額＝j 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×平等割指数 

×（各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数） 

＝平等割賦課総額＝k 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分にはβを用いることを原則とするが、低所得者

の負担を著しく増加させないため、β’を使用することも可能とする。なお、納付

金配分時にβ’を用いた場合でも、それと異なる値を用いて、保険料賦課総額を応

能・応益按分することも可能とする。 

※ 納付金配分時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・応益按分時のβ（β’）を

異なる値とした場合、保険料水準の統一はできない。 
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○ 保険料賦課総額の応能・応益按分に用いるβ（β’）について、所得・被保険者

指数[t]算定時のβ（β’）と異なる値とした場合、市町村標準保険料率どおりに保

険料率を設定したとしても納付金額を賄えない場合がある。 

そのため、所得・被保険者指数[t]算定時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・

応益按分に用いるβ（β’）は同じ値とする。 

○ β（β’）についての組み合わせをまとめると下表のとおりとなる。 

 

ウ）各市町村の算定基準に基づく標準的な保険料率の算定 

○ 市町村の現状の算定方式に基づいて e’から計算する。 

 

所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれの算定額割合を P1、P2、P3、P4とする。P1、

P2、P3、P4は各市町村の保険料の賦課割合から決定する。 

なお、市町村が、保険料の算定方式又は賦課割合の変更を予定している場合には、予定

している賦課割合を P1、P2、P3、P4とする。 

e’× P1＝所得割賦課総額＝g 

e’× P2＝資産割賦課総額＝h 

e’× P3＝均等割賦課総額＝j 

e’× P4＝平等割賦課総額＝k 

P1＋P2＋P3＋P4＝100% 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

※ 算定の際は市町村が条例で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 所得総額は単年度の所得総額とする。また、市町村標準保険料率と異なる算定方式

による市町村もあり、同じ所得総額を用いることによって、適切に保険料率を算定す

ることができない場合等もある。そのため、市町村が予算編成に用いた賦課限度額控

除後所得金額を用いることも可能とする。 

※ 将来的には、都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし、各市町村の現状の

保険料算定基準（算定方式、賦課割合）を都道府県統一の算定基準へと少しずつ合わ

せていくことが考えられる。 

 

納付金配分 
所得・被保険

者指数[t] 

市町村標準保

険料率（賦課

総額）算定 

市町村標準保険料の

統一化 

保険料による 

納付金額の確保 

β β β ○ ○ 

β β’ β’ × ○ 

β’ β β × ○ 

β’ 

β’ 

（ 納 付 金 の

β’と異なる

値 を 設 定 可

能） 

β’ 

（ 納 付 金 の

β’と異なる

値 を 設 定 可

能） 

○ 

（納付金と市町村標

準保険料率で異なる

β’を設定した場合、

統一不可） 

○ 
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エ）都道府県標準保険料率の算定（全国統一の算定基準に基づくもの） 

○ 都道府県平均の標準保険料率については、都道府県間の保険料の比較を行うこ

とが可能であり、算定方式の最も簡素な二方式を基準とする。なお、都道府県標準

保険料率は、交付金等省令に基づいた統一した算定方法により算定する。 

 

Σe’× β/（１＋β）＝所得割賦課総額＝g 

Σe’× １/（１＋β）＝均等割賦課総額＝j 

所得割率＝g/当該都道府県の所得総額 

均等割額＝j/当該都道府県の被保険者総数 

※ 算定の際は国保令で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 都道府県間の比較の観点から、βについてβ’で代替することは不可とする。 

 



 

 

４． 後期高齢者支援金等の納付金 

（１）保険料収納必要総額の算出 

ア）全体像 

○ 都道府県は後期高齢者支援金等（後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出

金、病床転換支援金、病床転換支援金関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠

出金）の推計をもとに、保険料収納必要総額を算出し、当該総額を所得水準に応じ

て都道府県内の各市町村に納付金として割り当てる。 

○ 医療分との主な違いは医療費水準による調整を行わないことである。 

 

イ）後期高齢者支援金等の推計について 

○ 都道府県は国が示す係数等を参考に、後期高齢者支援金等の総額の推計を行う。 

 

 

 

○ 後期高齢者支援金等の推計に伴い、都道府県全体として交付を受けることが見

込まれる、下記の公費の推計をあわせて行う。 

・後期高齢者支援金負担金 

・普通調整交付金（後期高齢者支援金分） 

・都道府県繰入金（１号分、後期高齢者支援金分） 

○ 後期高齢者支援金等とあわせて、「後期高齢者支援金負担金」「普通調整交付金

（後期高齢者支援金分）」「都道府県繰入金（１号分、後期高齢者支援金分）」を推

計する際、病床転換支援金等の納付が見込まれる場合には、病床転換支援金に係る

額を含んで計算する。 

 なお、後期高齢者支援金の納付に当たっては、実務上、その納付額と出産育児交

付金が相殺されるが、ここでは相殺される前の金額を用いて計算する。 

○ また、後期高齢者支援金等は２年後に確定するが、そのための精算分については、

精算する年の都道府県全体の納付金額において加算・減算することで調整する。 

 

ウ）保険料収納必要総額の算出 

○ 後期高齢者支援金等から、当該金額をもとに推計された公費等を減算し、保険料

収納必要総額を算出する。 

○ 後期高齢者支援金等についても、納付金の著しい上昇の抑制等のために、財政安

定化基金の財政調整事業分を活用し、当該事業分として取り崩した額について納

付金総額から差し引くことが可能である。 

 

Ａ －後期高齢者支援金負担金 

－普通調整交付金（後期高齢者支援金等分） 

－都道府県繰入金（１号分、後期高齢者支援金等分） 

－財政安定化基金財政調整事業分（取崩分、後期高齢者支援等分） 

＝Ｂ＝保険料収納必要総額 

 

エ）納付金算定基礎額の算出 

○ 納付金算定のための総額調整が不要であることから、上記で計算した保険料収

納必要総額を納付金算定基礎額として用いることとなる。 

後期高齢者支援金等＝Ａ 
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Ｂ＝Ｃ＝納付金算定基礎額 

 

 
（２）納付金の算定 

ア）全体像 

○ 納付金の算定は「所得水準」に応じて計算を行う必要がある。 

 

Ｃ ×｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

× γ 

＝ c ＝各市町村ごとの納付金基礎額 

 

※ 所得係数βは、所得（応能）シェアと人数（応益）シェアの加重を決定するも

のであり、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて、所得（応能）シェ

アで按分する比率（β）を増減することを原則とする。なお、所得水準が全国平

均である都道府県においてはβ＝１となり、応能と応益の割合が 50:50 となる。 

※ 所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付

金で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）によって全体の額を調整す

ることとする。 

 この際、都道府県で保険料水準を統一するに当たって、収納率の高低で保険料

率が変化しないような納付金額を計算するために、標準的な収納率による調整

を行うことも可能とする。 

○ 財政安定化基金の財政調整事業分については、前述のとおり、納付金の著しい上

昇を抑制するために活用することが可能であり、後期高齢者支援金等分について

も、各市町村の納付金の減算に活用することも可能とする。 

 

c －財政安定化基金財政調整事業分（各市町村への取崩分、後期高齢者支援金等分） 

＝ d ＝各市町村の納付金（後期高齢者支援金等分） 

 

 

イ）所得水準の調整 ※ 医療分と同様である。 

(i)所得（応能）のシェア 

① 所得総額を用いて算出する場合 

○ 各市町村の所得総額を都道府県内の所得総額で除することで所得（応能）の

シェアを算出する。 

 

  所得（応能）のシェア＝各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

 

※ 所得総額については、直近過去３年間の平均所得と推計年度の被保険者

数推計を活用して推計年度の所得総額を推計し、所得変動に連動する市町

村ごとの納付金の変動を緩和するとともに、標準保険料率としての精度を

高める。 

具体的な算出方法は下記のとおり。 

・普通調整交付金の算定のために算出した各被保険者の世帯の旧ただし書

き所得の総額（賦課限度額控除後）を被保険者数で除した１人あたり所得

総額を算出する。 
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・１人あたり所得総額を直近過去３年の金額で平均する。 

・平均１人あたり所得総額に直近過去３年の被保険者数により推計した被

保険者数を乗じた数値を所得（応能）のシェアの計算に用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。   

 

② 所得総額及び資産税総額を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が４方式である場合には、

下記の資産割を用いた応能シェアを用いることを可能とする。 

 

所得（応能）のシェア＝ 各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

×所得割指数 

＋各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額 

×資産割指数 

 

○ 所得割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める所得割賦課総額を示す割合とする。 

 

    所得割指数＝所得割賦課総額/応能割賦課総額 

 

○ 資産割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める資産割賦課総額を示す割合とする。 

 

    資産割指数＝資産割賦課総額/応能割賦課総額 

 

※ 所得総額の算出方法については、「① 所得総額を用いて算出する場合」

と同様である。 

※ 資産税総額についても、「① 所得総額を用いて算出する場合」の「所得」

を「資産税」に置き換えた方法により算出する。 

※ 所得割指数と資産割指数の合計は１となる。 

 

(ii)人数（応益）のシェア 

① 被保険者総数を用いて算出する場合 

○ 各市町村の被保険者総数を都道府県内の被保険者総数で除することで人数

（応益）のシェアを算出する。 

 

人数（応益）のシェア＝各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数 

 

※ 各市町村の被保険者総数は直近過去３年の被保険者数により推計した被保

険者数を用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全ての

場合にこの算出方法を選択することが可能である。 

 

② 被保険者総数及び世帯総数を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が３方式又は４方式であ

る場合には、下記の平等割を用いた応益シェアを用いることを可能とする。 
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※ ４方式で(i)所得（応能）のシェアで「②所得総額及び資産税総額を用い

て算出する場合」を選んだ場合には必ずこちらを選択することとなる。 

 

人数（応益）のシェア＝ 各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数 

×均等割指数 

＋各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数 

×平等割指数 

 

○ 均等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額

に占める均等割賦課総額を示す割合とする。 

 

均等割指数＝均等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

○ 平等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額に

占める平等割総額を示す割合とする。 

   

平等割指数＝平等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

※ 各市町村の被保険者総数及び世帯総数は、直近過去３年の被保険者数及

び世帯数により推計した被保険者数及び世帯数を用いる。 

※ 均等割指数と平等割指数の合計は１となる。 

 

(iii)βについて 

○ βは所得（応能）のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都

道府県の所得水準に応じて設定するものである。「都道府県平均の１人あたり所

得」を「全国平均の１人あたり所得」で除することにより算出する。ただし、激

変緩和等の観点から、国保改革後当面の間は、各都道府県において別途、β以外

のβ’を決定し使用することも可能な仕組みとする（ただし、その場合でも、後

述の都道府県標準保険料率の算定においては、都道府県間の比較の観点からβ

を使用するものとする）。 

  

  β＝（都道府県内の所得総額/被保険者総数）/全国平均の１人あたり所得 

 

 

ウ）標準的な収納率による調整 

○ 納付金を算定する際に、当該市町村の標準的な収納率を乗じることで、保険料率

の算定時における収納率での割り戻しによって、保険料率に差が生じないように

特別な調整を行うものである。これを乗じることにより欠けた納付金総額につい

ては、下記「エ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき

総額に合わせるための調整（γ調整）」において、調整されることとなる。なお、

都道府県がこうした調整を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映するこ

ととする。 

 

エ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の総額に合わせるための調整（γ調整） 

○ 所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金

で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）によって全体の額を調整する。 
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○ 納付金算定基礎額を各市町村のγによる調整前の計算結果の合計で除した、調

整係数[γ]を各市町村の調整前の納付金基礎金額に乗ずることで、調整後の各市

町村の納付金基礎額（c）を算出する。 

※ 一般的にγは１前後となる。 

 

 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝γによる調整前の納付金基礎額 

×納付金算定基礎額[C] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額） 

 

（標準的な収納率による調整を行う場合） 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝γによる調整前の納付金基礎額 × 標準的な収納率[s] 

×納付金算定基礎額[C] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額 × s） 

 

 

（３）標準保険料率の算定 

ア）標準保険料率算定のための納付金額の調整 

○ 市町村標準保険料率を算定するに当たって、後期高齢者支援金等については、各

市町村の納付金額（d）から保険者支援制度（後期高齢者支援金等分）等を差し引

くことで、標準保険料率に必要な保険料総額として用いることが可能である。 

○ なお、都道府県での保険料水準の統一を念頭に、後期高齢者支援金等にかかる保

険者支援制度の市町村ごとに交付される公費の見込みについても、まとめて都道

府県の後期高齢者支援金等分の納付金から事前に差し引いて計算するなどの調整

を行うことも可能な仕組みとする。なお、都道府県がこうした仕組みで運営を行う

場合、都道府県は市町村の意見を十分反映することとする。 

 

d －保険者支援制度（後期高齢者支援金等分） 

－過年度の保険料収納見込み（後期高齢者支援金等分） 

＋条例減免に要する費用（後期高齢者支援金等分） 

＝e＝標準保険料率の算定に必要な保険料総額 

 

※ その他の収入項目及び支出項目については、都道府県、市町村との協議の上、

各市町村の納付金（d）もしくは標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）に

加減算することも可能とする。 

○ 標準保険料率の算定に当たって都道府県の国保運営方針に定められた、市町村 

規模等に応じた標準的な収納率により標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）

を割り戻す。 

 

標準保険料率の算定に必要な保険料総額 （e）/標準的な収納率 （s） 

＝調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額＝e' 
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イ）市町村標準保険料率の算定（都道府県の算定方式に基づくもの） 

○ 国保運営方針に定められた都道府県ごとの標準割合や所得水準に基づき、所得

割賦課総額、資産割賦課総額、均等割賦課総額、平等割賦課総額を算出することと

する。 

※ ３方式の場合、資産割指数を０、所得割指数を１として計算する。 

※ ２方式の場合、さらに、平等割指数を０、均等割指数を１として計算する。 

※ 所得総額及び資産税総額は交付金等省令に基づく方法により算定する。 

※ 所得総額、資産税総額、被保険者総数及び世帯総数については、所得（応能）

のシェア及び人数（応益）のシェアの算出に用いた数値により求める。 

 

所得・被保険者指数[t]＝ 

｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×所得割指数 

×（各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額） 

＝所得割賦課総額＝g 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×資産割指数 

×（各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額） 

＝資産割賦課総額＝h 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

※ 算定の際は都道府県が国保運営方針で定める賦課限度額を考慮する。 

 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×均等割指数 

×（各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数） 

＝均等割賦課総額＝j 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×平等割指数 

×（各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数） 

＝平等割賦課総額＝k 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分にはβを用いることを原則とするが、低所得者

の負担を著しく増加させないため、β’を使用することも可能とする。なお、納付

金配分時にβ’を用いた場合でも、それと異なる値を用いて、保険料賦課総額を応

能・応益按分することも可能とする。 

※ 納付金配分時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・応益按分時のβ（β’）を

異なる値とした場合、保険料水準の統一はできない。 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分に用いるβ（β’）について、所得・被保険者

指数[t]算定時のβ（β’）と異なる値とした場合、市町村標準保険料率どおりに保
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険料率を設定したとしても納付金額を賄えない場合がある。 

そのため、所得・被保険者指数[t]算定時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・

応益按分に用いるβ（β’）は同じ値とする。 
 

ウ）各市町村の算定基準に基づく標準的な保険料率の算定 

○ 市町村の現状の算定方式に基づいて e’から計算 

 

所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれの算定額割合を P1、P2、P3、P4とする。P1、

P2、P3、P4は各市町村の保険料の賦課割合から決定する。 

なお、市町村が、保険料の算定方式又は賦課割合の変更を予定している場合には、予定し

ている賦課割合を P1、P2、P3、P4とする。 

 

e’× P1＝所得割賦課総額＝g 

e’× P2＝資産割賦課総額＝h 

e’× P3＝均等割賦課総額＝j 

e’× P4＝平等割賦課総額＝k 

   

P1＋P2＋P3＋P4＝100% 

 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

※ 算定の際は市町村が条例で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 所得総額は単年度の所得総額とする。また、市町村標準保険料率と異なる算定方式に

よる市町村もあり、同じ所得総額を用いることによって、適切に保険料率を算定するこ

とができない場合等もある。そのため、市町村が予算編成に用いた賦課限度額控除後所

得金額を用いることも可能とする。 

※ 将来的には、都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし、各市町村の現状の保

険料算定基準（算定方式、賦課割合）を都道府県統一の算定基準へと少しずつ合わせて

いくことが考えられる。 

 

 

エ）都道府県標準保険料率の算定（全国統一の算定基準に基づくもの） 

○ 都道府県平均の標準保険料率については、都道府県間の保険料の比較を行うこ

とが可能であり、算定方式の最も簡素な二方式を基準とする。なお、都道府県標準

保険料率は、交付金等省令に基づいた統一した算定方法により算定する。 

 

Σe’× β/（１＋β）＝所得割賦課総額＝g 

Σe’× １/（１＋β）＝均等割賦課総額＝j 

 

所得割率＝g/当該都道府県の所得総額 

均等割額＝j/当該都道府県の被保険者総数 

※ 算定の際は国保令で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 都道府県間の比較の観点から、βについてβ’で代替することは不可とする。 
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５． 介護納付金の納付金 

（１）保険料収納必要総額の算出 

ア）全体像 

○ 都道府県は介護納付金の推計をもとに、保険料収納必要総額を算出し、当該総額

を所得水準に応じて都道府県内の各市町村に納付金として割り当てる。 

○ 医療分との主な違いは医療費水準による調整を行わないことである。また、介護

納付金の対象者は 40歳から 64歳の被保険者であり、以下、被保険者数や所得総額

等については、対象となるこれらの被保険者に限定した数値を使用する。 

 

イ）介護納付金の推計について 

○ 都道府県は国が示す係数等を参考に、介護納付金の総額の推計を行う。なお、介

護納付金は２年後に確定するが、そのための精算分については、精算する年の都道

府県全体の納付金額において加算・減算することで調整する。 

 

介護納付金＝Ａ 

 

○ 介護納付金の推計に伴い、都道府県全体として交付を受けることが見込まれる、

下記の公費の推計をあわせて行う。 

・介護納付金負担金 

・普通調整交付金（介護納付金分） 

・都道府県繰入金（１号分、介護納付金分） 

 

ウ）保険料収納必要総額の算出 

○ 上記の介護納付金の推計から、推計された公費等を減算し、保険料収納必要総額

を算出する。 

○ 介護納付金についても、納付金の著しい上昇の抑制等のために、財政安定化基金

の財政調整事業分を活用し、当該事業分として取り崩した額について納付金総額

から差し引くことが可能である。 

 

Ａ－介護納付金負担金 

－普通調整交付金（介護納付金分） 

－都道府県繰入金（１号分、介護納付金分） 

－財政安定化基金財政調整事業分（取崩分、介護納付金分） 

＝Ｂ＝保険料収納必要総額 

 

 

エ）納付金算定基礎額の算出 

○ 納付金算定のための総額調整が不要であることから、上記で計算した保険料収

納必要総額を納付金算定基礎額として用いることとなる。 

 

Ｂ＝Ｃ＝納付金算定基礎額 
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（２）納付金の算定 

ア）全体像 

○ 納付金の算定は「所得水準」に応じて計算を行う必要がある。 

 

Ｃ ×｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

× γ 

＝ｃ＝各市町村ごとの納付金基礎額 

 

※ 所得係数βは、所得（応能）シェアと人数（応益）シェアの加重を決定するも

のであり、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて、所得（応能）シェ

アで按分する比率を増減することを原則とする。なお、所得水準が全国平均であ

る都道府県においてはβ＝１となり、応能と応益の割合が 50：50となる。 

※ 所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付

金で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）によって全体の額を調整す

ることとする。 

この際、都道府県で保険料水準を統一するに当たって、収納率の高低で保険料

率が変化しないような納付金額を計算するために、標準的な収納率による調整を

行うことも可能とする。 

○ 財政安定化基金の財政調整事業分については、前述のとおり、納付金の著しい上

昇を抑制するために活用することが可能であり、介護納付金分についても、各市町

村の納付金の減算に活用することも可能とする。 

 

c －財政安定化基金財政調整事業分（各市町村の取崩分、介護納付金分） 

＝d＝各市町村の納付金（介護納付金分） 

 

 

イ）所得水準の調整 ※医療分とほぼ同様である。 

(i)所得（応能）のシェア 

① 所得総額を用いて算出する場合 

○ 各市町村の所得総額を都道府県内の所得総額で除することで所得（応能）の

シェアを算出する。 

 

所得（応能）のシェア＝各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

 

※ 所得総額については、直近過去３年間の平均所得と推計年度の被保険者

数推計を活用して推計年度の所得総額を推計し、所得変動に連動する市町

村ごとの納付金の変動を緩和するとともに、標準保険料率としての精度を

高める。 

具体的な算出方法は下記のとおり。 

・普通調整交付金の算定のために算出した各被保険者の世帯の旧ただし書

き所得の総額（賦課限度額控除後）を被保険者数で除した１人あたり所得

総額を算出する。 

・１人あたり所得総額を直近過去３年の金額で平均する。 

・平均１人あたり所得総額に直近過去３年の被保険者数により推計した被

保険者数を乗じた数値を所得（応能）のシェアの計算に用いる。 
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※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。 

 

② 所得総額及び資産税総額を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が４方式である場合には、

下記の資産割を用いた応能シェアを用いることを可能とする。 

   

所得（応能）のシェア ＝ 各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

×所得割指数 

＋各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額 

×資産割指数 

 

○ 所得割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める所得割賦課総額を示す割合とする。 

 

所得割指数＝所得割賦課総額/応能割賦課総額 

 

○ 資産割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額に

占める資産割賦課総額を示す割合とする。 

 

資産割指数＝資産割賦課総額/応能割賦課総額 

 

※ 所得総額の算出方法については、「① 所得総額を用いて算出する場

合」と同様である。 

※ 資産税総額についても、「① 所得総額を用いて算出する場合」の「所得」

を「資産税」に置き換えた方法により算出する。 

 

 (ii)人数（応益）のシェア 

① 被保険者総数を用いて算出する場合 

○ 各市町村の被保険者総数を都道府県内の被保険者総数で除することで人数

（応益）のシェアを算出する。 

 

人数（応益）のシェア＝各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数 

 

※ 各市町村の被保険者総数は直近過去３年の被保険者数により推計した被

保険者数を用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。 

 

② 被保険者総数及び世帯総数を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が３方式又は４方式であ

る場合には、下記の平等割を用いた応益シェアを用いることを可能とする。 

※ ４方式で(i)所得（応能）のシェアで「②所得総額及び資産税総額を用い

て算出する場合」を選んだ場合には必ずこちらを選択することとなる。 
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人数（応益）のシェア＝ 各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数 

×均等割指数 

＋各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数 

×平等割指数 

 

 

○ 均等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額

に占める均等割賦課総額を示す割合とする。 

 

均等割指数＝均等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

○ 平等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額

に占める平等割総額を示す割合とする。 

 

平等割指数＝平等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

※ 各市町村の被保険者総数及び世帯総数は、直近過去３年の被保険者数及

び世帯数により推計した被保険者数及び世帯数を用いる。 

※ 均等割指数と平等割指数の合計は１となる。 

 

(iii)βについて 

○ βは所得（応能）のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都

道府県の所得水準に応じて設定するものである。「都道府県平均の１人あたり所

得」を「全国平均の１人あたり所得」で除することにより算出する。ただし、激

変緩和等の観点から、国保改革後当面の間は、各都道府県において別途、β以外

のβ’を決定し使用することも可能な仕組みとする（ただし、その場合でも、後

述の都道府県標準保険料率の算定においては、都道府県間の比較の観点からβ

を使用するものとする）。 

  

β＝（都道府県内の所得総額/被保険者総数）/全国平均の１人あたり所得 

 

 

ウ）標準的な収納率による調整 

○ 納付金を算定する際に、当該市町村の標準的な収納率を乗じることで、保険料率

の算定時における収納率での割り戻しによって、保険料率に差が生じないように

特別な調整を行うものである。これを乗じることにより欠けた納付金総額につい

ては、下記「エ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき

総額に合わせるための調整（γ調整）」において、調整されることとなる。なお、

都道府県がこうした調整を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映するこ

ととする。 

 

エ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき総額に合わせる

ための調整（γ調整） 

○ 所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金

で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）によって全体の額を調整する。 

○ 納付金算定基礎額を各市町村のγによる調整前の計算結果の合計で除した、調
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整係数[γ]を各市町村の調整前の納付金基礎金額に乗ずることで、調整後の各市

町村の納付金基礎額（c）を算出する。 

※ 一般的にはγは１前後となる。 

 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝γによる調整前の納付金基礎額 

×納付金算定基礎額[C] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額） 

 

（標準的な収納率による調整を行う場合） 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝γによる調整前の納付金基礎額 × 標準的な収納率[s] 

×納付金算定基礎額[C] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額 × 

s）  
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（３）標準保険料率の算定 

ア）標準保険料率算定のための納付金額の調整 

○ 市町村標準保険料率を算定するに当たって、介護納付金については、各市町村の

納付金額（d）から保険者支援制度（介護納付金分）等を差し引くことで、標準保

険料率に必要な保険料総額として用いることが可能である。 

○ なお、都道府県での保険料水準の統一を念頭に、介護納付金にかかる保険者支援

制度の市町村ごとに交付される公費の見込みについても、まとめて都道府県の介

護分の納付金から事前に差し引いて計算するなどの調整を行うことも可能な仕組

みとする。なお、都道府県がこうした仕組みで運営を行う場合、都道府県は市町村

の意見を十分反映することとする。 

 

d －保険者支援制度（介護納付金分） 

－過年度の保険料収納見込み（介護納付金分） 

＋条例減免に要する費用（介護納付金分） 

＝e＝標準保険料率の算定に必要な保険料総額 

 

※ その他の収入項目及び支出項目については、都道府県、市町村との協議の上、

各市町村の納付金（d）もしくは標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）に

加減算することも可能とする。 

○ 標準保険料率の算定に当たって都道府県の国保運営方針に定められた、市町村

規模等に応じた標準的な収納率により標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）

を割り戻す。 

 

標準保険料率の算定に必要な保険料総額 （e）/標準的な収納率 （s） 

＝調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額＝e' 
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イ）市町村標準保険料率の算定（都道府県の算定方式に基づくもの） 

○ 国保運営方針に定められた都道府県ごとの標準割合や所得水準に基づき、所得

割賦課総額、資産割賦課総額、均等割賦課総額、平等割賦課総額を算出することと

する。 

※ ３方式の場合、資産割指数を０、所得割指数を１として計算する。 

※ ２方式の場合、さらに、平等割指数を０、均等割指数を１として計算する。 

※ 所得総額及び資産税総額は交付金等省令に基づく方法により算定する。 

※ 所得総額、資産税総額、被保険者総数及び世帯総数については、所得（応能）

のシェア及び人数（応益）のシェアの算出に用いた数値により求める。 

 

所得・被保険者指数[t]＝ 

｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×所得割指数 

×（各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額） 

＝所得割賦課総額＝g 

 （e’/t）×（β/（１＋β）） 

×資産割指数 

×（各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額） 

＝資産割賦課総額＝h 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

※算定の際は都道府県が国保運営方針で定める賦課限度額を考慮する。 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×均等割指数 

×（各市町村の被保険者総数/都道府県内の被保険者総数） 

＝均等割賦課総額＝j 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×平等割指数 

×（各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数） 

＝平等割賦課総額＝k 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分にはβを用いることを原則とするが、低所得者

の負担を著しく増加させないため、β’を使用することも可能とする。なお、納付

金配分時にβ’を用いた場合でも、それと異なる値を用いて、保険料賦課総額を応

能・応益按分することも可能とする。 

※ 納付金配分時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・応益按分時のβ（β’）を

異なる値とした場合、保険料水準の統一はできない。 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分に用いるβ（β’）について、所得・被保険者

指数[t]算定時のβ（β’）と異なる値とした場合、市町村標準保険料率どおりに保
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険料率を設定したとしても納付金額を賄えない場合がある。 

そのため、所得・被保険者指数[t]算定時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・

応益按分に用いるβ（β’）は同じ値とする。 

 

ウ）各市町村の算定基準に基づく標準的な保険料率の算定 

○ 市町村の現状の算定方式に基づいて e’から計算する。 

 

所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれの算定額割合を P1、P2、P3、P4とする。P1、

P2、P3、P4は各市町村の保険料の賦課割合から決定する。 

なお、市町村が、保険料の算定方式又は賦課割合の変更を予定している場合には、予定し

ている賦課割合を P1、P2、P3、P4とする。 

e’× P1＝所得割賦課総額＝g 

e’× P2＝資産割賦課総額＝h 

e’× P3＝均等割賦課総額＝j 

e’× P4＝平等割賦課総額＝k 

P1＋P2＋P3＋P4＝100% 

  所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

※ 算定の際は市町村が条例で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 所得総額は単年度の所得総額とする。また、市町村標準保険料率と異なる算定方式

による市町村もあり、同じ所得総額を用いることによって、適切に保険料率を算定す

ることができない場合等もある。そのため、市町村が予算編成に用いた賦課限度額控

除後所得金額を用いることも可能とする。 

※ 将来的には、都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし、各市町村の現状の

保険料算定基準（算定方式、賦課割合）を都道府県統一の算定基準へと少しずつ合わ

せていくことが考えられる。 

 

 

エ）都道府県標準保険料率の算定（全国統一の算定基準に基づくもの） 

○ 都道府県平均の標準保険料率については、都道府県間の保険料の比較を行うこ

とが可能であり、算定方式の最も簡素な二方式を基準とする。なお、都道府県標準

保険料率は、交付金等省令に基づいた統一した算定方法により算定する。 

 

Σe’× β/（１＋β）＝所得割賦課総額＝g 

Σe’× １/（１＋β）＝均等割賦課総額＝j 

 

所得割率＝g/当該都道府県の所得総額 

均等割額＝j/当該都道府県の被保険者総数 

※ 算定の際は国保令で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 都道府県間の比較の観点から、βについてβ’で代替することは不可とする。



 

 

６．子ども・子育て支援納付金の納付金 
（１）保険料収納必要総額の算出 

ア）全体像 

○ 都道府県は子ども・子育て支援納付金の推計をもとに保険料収納必要総額を算

出し、当該総額を所得水準に応じて都道府県内の各市町村に納付金として割り当

てる。 

○ 医療分との主な違いは医療費水準による調整を行わないこと、保険料として 18

歳以上被保険者均等割が課されることである。 

 

イ）子ども・子育て支援納付金の推計について 

○ 都道府県は国が示す係数等を参考に、子ども・子育て支援納付金の総額の推計を

行う。 

 

子ども・子育て支援納付金＝Ａ 

 

○ 子ども・子育て支援納付金の推計に伴い、都道府県全体として交付を受けること

が見込まれる、下記の公費の推計をあわせて行う。 

・子ども・子育て支援納付金負担金 

・普通調整交付金（子ども・子育て支援納付金分） 

・都道府県繰入金（１号分、子ども・子育て支援納付金分） 

○ また、子ども・子育て支援納付金は２年後に確定するが、そのための精算分につ

いては、精算する年の都道府県全体の納付金額において加算・減算することで調整

する。 

 

ウ）保険料収納必要総額の算出 

○ 上記の子ども・子育て支援納付金の推計から、推計された公費等を減算し、保険

料収納必要総額を算出する。 

○ 子ども・子育て支援納付金についても、納付金の著しい上昇の抑制等のために、

財政安定化基金の財政調整事業分を活用し、当該事業分として取り崩した額につ

いて納付金総額から差し引くことが可能である。 

Ａ－子ども・子育て支援納付金負担金 

－普通調整交付金（子ども・子育て支援納付金分） 

－都道府県繰入金（１号分、子ども・子育て支援納付金分） 

－財政安定化基金財政調整事業分（取崩分、子ども・子育て支援納付金分） 

＝Ｂ＝保険料収納必要総額 

 

 

エ）納付金算定基礎額の算出 

○ 納付金算定のための総額調整が不要であることから、上記で計算した保険料収

納必要総額を納付金算定基礎額として用いることとなる。 

 

Ｂ＝Ｃ＝納付金算定基礎額 
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（２）納付金の算定 

ア）全体像 

○ 納付金の算定は「所得水準」に応じて計算を行う必要がある。 

 

Ｃ ×｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

× γ 

＝c＝各市町村ごとの納付金基礎額 

  

※ 所得係数βは、所得（応能）シェアと人数（応益）シェアの加重を決定するも

のであり、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて、所得（応能）シェ

アで按分する比率を増減することを原則とする。なお、所得水準が全国平均であ

る都道府県においてはβ＝１となり、応能と応益の割合が 50:50となる。 

※ 所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付

金で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）によって全体の額を調整す

ることとする。 

 この際、都道府県で保険料水準を統一するに当たって、収納率の高低で保険料

率が変化しないような納付金額を計算するために、標準的な収納率による調整

を行うことも可能とする。 

○ 財政安定化基金の財政調整事業分については、前述のとおり、納付金の著しい上

昇を抑制するために活用することが可能であり、子ども・子育て支援納付金分につ

いても、各市町村の納付金の減算に活用することも可能とする。 

 

ｃ－財政安定化基金財政調整事業分（各市町村の取崩分、子ども・子育て支援納付金分） 

＝ｄ＝各市町村の納付金（子ども・子育て支援納付金分） 

 

イ）所得水準の調整 

(i)所得（応能）のシェア 

① 所得総額を用いて算出する場合 

○ 各市町村の所得総額を都道府県内の所得総額で除することで所得（応能）の

シェアを算出する。 

 

所得（応能）のシェア＝各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

 

※ 所得総額については、直近過去３年間の平均所得と推計年度の被保険者

数推計を活用して推計年度の所得総額を推計し、所得変動に連動する市町

村ごとの納付金の変動を緩和するとともに、標準保険料率としての精度を

高める。 

具体的な算出方法は下記のとおり。 

・普通調整交付金の算定のために算出した各被保険者の世帯の旧ただし書

き所得の総額（賦課限度額控除後）を被保険者数で除した１人あたり所得

総額を算出する。 

・１人あたり所得総額を直近過去３年の金額で平均する。 

・平均１人あたり所得総額に直近過去３年の被保険者数により推計した被

保険者数を乗じた数値を所得（応能）のシェアの計算に用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。 
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② 所得総額及び資産税総額を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が４方式である場合には、

下記の資産割を用いた応能シェアを用いることを可能とする。 

 

所得（応能）のシェア ＝ 各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額 

×所得割指数 

＋各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額 

×資産割指数 

 

○ 所得割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める所得割賦課総額を示す割合とする。 

 

所得割指数＝所得割賦課総額/応能割賦課総額 

 

○ 資産割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応能割賦課総額

に占める資産割賦課総額を示す割合とする。 

 

資産割指数＝資産割賦課総額/応能割賦課総額 

 

※ 所得総額の算出方法については、「① 所得総額を用いて算出する場

合」と同様である。 

※ 資産税総額についても、「① 所得総額を用いて算出する場合」の「所得」

を「資産税」に置き換えた方法により算出する。 

※ 所得割指数と資産割指数の合計は１となる。 

 

(ii)人数（応益）のシェア 

① 18歳以上被保険者総数を用いて算出する場合 

○ 各市町村の 18 歳以上被保険者総数（18 歳に達する日以後の最初の３月 31

日の翌日以後である被保険者の総数をいう。以下同じ。）を都道府県内の 18歳

以上被保険者総数で除することで人数（応益）のシェアを算出する。 

 

人数（応益）のシェア＝各市町村の 18歳以上被保険者総数 

/都道府県内の 18歳以上被保険者総数 

 

※ 各市町村の 18 歳以上被保険者総数は直近過去３年の 18 歳以上被保険者

数により推計した 18歳以上被保険者数を用いる。 

※ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が２、３、４方式の全て

の場合にこの算出方法を選択することが可能である。 

 

② 18歳以上被保険者総数及び世帯総数を用いて算出する場合 

○ 国保運営方針に定める標準的な保険料の算定方式が３方式又は４方式であ

る場合には、下記の平等割を用いた応益シェアを用いることを可能とする。 

※ ４方式で(i)所得（応能）のシェアで「②所得総額及び資産税総額を用い

て算出する場合」を選んだ場合には必ずこちらを選択することとなる。 
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人数（応益）のシェア＝ 各市町村の 18 歳以上被保険者総数/都道府県内の 18 歳

以上被保険者総数 

×均等割指数 

＋各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数 

×平等割指数 

 

○ 均等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額

に占める均等割賦課総額を示す割合とする。 

 

均等割指数＝均等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

○ 平等割指数は、当該都道府県の国保運営方針に定められた応益割賦課総額に

占める平等割総額を示す割合とする。 

 

平等割指数＝平等割賦課総額/応益割賦課総額 

 

※ 各市町村の 18歳以上被保険者総数及び世帯総数は、直近過去３年の 18歳

以上被保険者数及び世帯数により推計した 18歳以上被保険者数及び世帯数

を用いる。1 

※ 均等割指数と平等割指数の合計は１となる。 

 

(iii)βについて 

○ βは所得（応能）のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都

道府県の所得水準に応じて設定するものである。「都道府県平均の１人あたり所

得」を「全国平均の１人あたり所得」で除することにより算出する。ただし、激

変緩和等の観点から、国保改革後当面の間は、各都道府県において別途、β以外

のβ’を決定し使用することも可能な仕組みとする（ただし、その場合でも、後

述の都道府県標準保険料率の算定においては、都道府県間の比較の観点からβ

を使用するものとする）。 

 

β＝（都道府県内の所得総額/被保険者総数）/全国平均の１人あたり所得 

 

 

ウ）標準的な収納率による調整 

○ 納付金を算定する際に、当該市町村の標準的な収納率を乗じることで、保険料率

の算定時における収納率での割り戻しによって、保険料率に差が生じないように

特別な調整を行うものである。これを乗じることにより欠けた納付金総額につい

ては、下記「エ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき

総額に合わせるための調整（γ調整）」において、調整されることとなる。なお、

都道府県がこうした調整を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映するこ

ととする。 

 

エ）各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金で集めるべき総額に合わせる

ための調整（γ調整） 

○ 所得水準で調整した後に、各市町村の納付金基礎額の総額を都道府県の納付金
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で集めるべき総額に合わせるために調整係数（γ）によって全体の額を調整する。 

○ 納付金算定基礎額を各市町村のγによる調整前の計算結果の合計で除した、調

整係数[γ]を各市町村の調整前の納付金基礎金額に乗ずることで、調整後の各市

町村の納付金基礎額（c）を算出する。 

※ 一般的にはγは１前後となる。 

 

 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝γによる調整前の納付金基礎額 

×納付金算定基礎額[c] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額） 

 

（標準的な収納率による調整を行う場合） 

各市町村の納付金基礎額[c] 

＝γによる調整前の納付金基礎額 × 標準的な収納率[s] 

×納付金算定基礎額[c] /Σ（各市町村のγによる調整前の納付金基礎額 × 

s） 

 

 

（３）標準保険料率の算定 

ア）標準保険料率算定のための納付金額の調整 

○ 市町村標準保険料率を算定するに当たって、子ども・子育て支援納付金について

は、各市町村の納付金額(d)から保険者支援制度（子ども・子育て支援納付金分）

等を差し引くことで、標準保険料率に必要な保険料総額として用いることが可能

である。 

○ なお、都道府県での保険料水準の統一を念頭に、子ども・子育て支援納付金にか

かる保険者支援制度の市町村ごとに交付される公費の見込みについても、まとめ

て都道府県の子ども・子育て支援納付金分の納付金から事前に差し引いて計算す

るなどの調整を行うことも可能な仕組みとする。なお、都道府県がこうした仕組み

で運営を行う場合、都道府県は市町村の意見を十分反映することとする。 

 

d －保険者支援制度（子ども・子育て支援納付金分） 

－過年度の保険料収納見込み（子ども・子育て支援納付金分） 

＋条例減免に要する費用（子ども・子育て支援納付金分） 

＝e＝標準保険料率の算定に必要な保険料総額 

 

※ その他の収入項目及び支出項目については、都道府県、市町村との協議の上、

各市町村の納付金（ｄ）もしくは標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）

に加減算することも可能とする。 

○ 標準保険料率の算定に当たって都道府県の国保運営方針に定められた、市町村

規模等に応じた標準的な収納率により標準保険料率の算定に必要な保険料総額（e）

を割り戻す。 

 

標準保険料率の算定に必要な保険料総額 （e）/標準的な収納率 （s） 

＝調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額＝e' 
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イ）市町村標準保険料率の算定（都道府県の算定方式に基づくもの） 

○ 国保運営方針に定められた都道府県ごとの標準割合や所得水準に基づき、所得

割賦課総額、資産割賦課総額、均等割賦課総額、平等割賦課総額を算出することと

する。 

※ ３方式の場合、資産割指数を０、所得割指数を１として計算する。 

※ ２方式の場合、さらに、平等割指数を０、均等割指数を１として計算する。 

※ 所得総額及び資産税総額は交付金等省令に基づく方法により算定する。 

※ 所得総額、資産税総額、被保険者総数及び世帯総数については、所得（応能）

のシェア及び人数（応益）のシェアの算出に用いた数値により求める。 

 

所得・被保険者指数[t]＝ 

｛β・（所得（応能）のシェア）＋（人数（応益）のシェア）｝／（１＋β） 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×所得割指数 

×（各市町村の所得総額/都道府県内の所得総額） 

＝所得割賦課総額＝g 

（e’/t）×（β/（１＋β）） 

×資産割指数 

×（各市町村の資産税総額/都道府県内の資産税総額） 

＝資産割賦課総額＝h 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

※算定の際は都道府県が国保運営方針で定める賦課限度額を考慮する。 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×均等割指数 

×（各市町村の 18歳以上被保険者総数/都道府県内の 18歳以上被保険者総数） 

＝均等割賦課総額＝j 

（e’/t）×（１/（１＋β）） 

×平等割指数 

×（各市町村の世帯総数/都道府県内の世帯総数） 

＝平等割賦課総額＝k 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

均等割額×18歳未満被保険者総数－公費軽減額 

 ＝18歳以上均等割賦課総額（j’） 

18歳以上均等割額＝j’/18歳以上被保険者総数 

 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分にはβを用いることを原則とするが、低所得者の

負担を著しく増加させないため、β’を使用することも可能とする。なお、納付金配

分時にβ’を用いた場合でも、それと異なる値を用いて、保険料賦課総額を応能・応

益按分することも可能とする。 

※ 納付金配分時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・応益按分時のβ（β’）を異
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なる値とした場合、保険料水準の統一はできない。 

○ 保険料賦課総額の応能・応益按分に用いるβ（β’）について、所得・被保険者指

数[t]算定時のβ（β’）と異なる値とした場合、市町村標準保険料率どおりに保険料

率を設定したとしても納付金額を賄えない場合がある。 

そのため、所得・被保険者指数[t]算定時のβ（β’）と保険料賦課総額の応能・応

益按分に用いるβ（β’）は同じ値とする。 

○ なお、医療分等と異なり、子ども・子育て支援納付金分の保険料については、18歳

未満の被保険者（18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日以前である被保険者をい

う。）の均等割額を全額減額することとしている。その減額される額は、均等割額か

ら低所得者に係る軽減額、未就学児に係る軽減額及び出産被保険者に係る軽減額の

合算額（以下「公費軽減額」という。）を除いた分であり、当該額が 18歳以上被保険

者均等割として、別途 18歳以上の被保険者に賦課されることとなる。そのため、18

歳以上被保険者均等割の標準保険料率も示す必要がある。 

○ 公費軽減額の推計値は、各市町村の見込み額とするほか、都道府県での保険料水準

の統一を念頭に、次のとおり、都道府県全体の公費軽減額をもとに推計することがで

きることとする。 

 

公費軽減額＝（∑（各市町村の 18歳未満公費軽減額の見込み） 

/都道府県内の 18歳以上被保険者総数） 

×各市町村の 18歳以上被保険者総数 

 

 

  



47 

 

ウ）各市町村の算定基準に基づく標準的な保険料率の算定 

○ 市町村の現状の算定方式に基づいて e’から計算する。 

所得割、資産割、均等割、平等割のそれぞれの算定額割合を P1、P2、P3、P4とする。P1、

P2、P3、P4は各市町村の保険料の賦課割合から決定する。 

なお、市町村が、保険料の算定方式又は賦課割合の変更を予定している場合には、予定し

ている賦課割合を P1、P2、P3、P4とする。 

e’× P1＝所得割賦課総額＝g 

e’× P2＝資産割賦課総額＝h 

e’× P3＝均等割賦課総額＝j 

e’× P4＝平等割賦課総額＝k 

P1＋P2＋P3＋P4＝100% 

所得割率＝g/所得総額 

資産割率＝h/資産税総額 

均等割額＝j/被保険者総数 

平等割額＝k/世帯総数 

均等割額×18歳未満被保険者総数－公費軽減額 ＝18歳以上均等割賦課総額（j’） 

18歳以上均等割額＝j’/18歳以上被保険者総数 

※ 算定の際は市町村が条例で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 所得総額は単年度の所得総額とする。また、市町村標準保険料率と異なる算定方式

による市町村もあり、同じ所得総額を用いることによって、適切に保険料率を算定す

ることができない場合等もある。そのため、市町村が予算編成に用いた賦課限度額控

除後所得金額を用いることも可能とする。 

※ 将来的には、都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし、各市町村の現状の

保険料算定基準（算定方式、賦課割合、賦課限度額）を都道府県統一の算定基準へと

少しずつ合わせていくことが考えられる。 

 

 

エ）都道府県標準保険料率の算定（全国統一の算定基準に基づくもの） 

○ 都道府県平均の標準保険料率については、都道府県間の保険料の比較を行うこ

とが可能であり、算定方式の最も簡素な二方式を基準とする。なお、都道府県標準

保険料率は、交付金等省令に基づいた統一した算定方法により算定する。 

 

Σe’× β/（１＋β）＝所得割賦課総額＝g 

Σe’× １/（１＋β）＝均等割賦課総額＝j 

所得割率＝g/当該都道府県の所得総額 

均等割額＝j/当該都道府県の被保険者総数 

 

均等割額×当該都道府県の 18歳未満被保険者総数―当該都道府県の公費軽減額 

 ＝18歳以上均等割賦課総額（j’） 

18歳以上均等割額＝j’／当該都道府県の 18歳以上被保険者総数 

※ 算定の際は国保令で定める賦課限度額を考慮する。 

※ 都道府県間の比較の観点から、βについてβ’で代替することは不可とする。



 

 

７． まとめ 

（１）総論 

○ 以上、３から６で計算された医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び

子ども・子育て支援納付金分の納付金額の合算額が市町村が納めるべき納付金の

総額となる。 

○ 以上の算定方法を踏まえ、政省令等に納付金及び標準保険料率に関して規定し

たが、法技術的観点からも今後、算定方法の修正がありうる。 

○ また、各都道府県では、国保事業費納付金等算定標準システムを活用して納付金

や標準保険料率の算定が行われる。 

 

 

（２）激変緩和措置について 

○ 国保改革から既に一定の期間が経過しており、制度施行に伴う激変緩和を行う

段階にはないと考えられるが、今後も、都道府県における保険料水準の統一に向け

た取組の中で、一部の市町村においては、納付金額の上昇等により、被保険者の保

険料負担が上昇する可能性がある。こうした場合でも、保険料が急激に増加するこ

とが無いよう、激変緩和措置により対応することが考えられる。 

 

ア）納付金の算定方法の設定による激変緩和措置 

○ 納付金の算定に当たって、各都道府県はαやβの値を設定するが、その際、各都

道府県は市町村の年齢調整後の医療費指数や所得水準の格差によって激変が生じ

にくいαやβの値を用いることを可能とする（βを「都道府県平均の１人あたり所

得／全国平均の１人あたり所得」から変更した場合β’と呼ぶ。）。 

○ ただし、あくまで一時的な激変緩和措置であることから、αについては０に、β’

については都道府県の所得水準に応じた値にそれぞれ近づけていくことが求めら

れる。 

○ 上記の納付金の算定方法の設定による激変緩和措置については、都道府県で一

つの計算式を用いるため、個別の市町村についての激変緩和措置が行えるわけで

はない。そのため、都道府県繰入金（２号分）による激変緩和措置を設け、市町村

ごとの状況に応じきめ細やかに激変緩和措置を講じることが考えられる。 

   

イ）激変緩和措置の期限 

○ 上記のような激変緩和策は、今後、都道府県における保険料水準の統一までの移

行期間に必要となることが考えられる。これらの激変緩和措置について、特段の期

限は設けていないが、個別の市町村との関係で激変緩和措置を実施している限り、

都道府県における保険料水準の完全統一は達成できないことから、都道府県にお

いて、保険料水準の統一の目標年度と整合的な期限を設定する必要がある。こうし

た激変緩和措置の実施に当たっては、都道府県内市町村との協議の場（国保運営方

針策定のために設置する連携会議等）において予め各市町村の意見を伺うものと

する。 



 

 

８． 各都道府県において予め決定すべき算定方針及び係数 

（１）基礎的な算定方針について 

各都道府県は、納付金の算定に当たって、事前にその算定方針や算定に使用する係数

を定めておく必要がある。その際、都道府県内市町村の意見を十分に反映する必要があ

る。特に基礎的な算定方針として、以下の事項について検討を要する。 

○ 保険料水準の統一に向けた基本的な考え方、定義及び統一の目標年度。 

・ 平成 30年度より都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことに伴い、都道

府県内の保険料水準を統一することを可能な仕組みとした。 

・ 都道府県内の市町村間の医療費水準の差異や市町村の意見を踏まえつつ、都道府

県内での保険料水準の統一の取組について加速化させる必要がある。 

・ なお、令和６年度から、保険料水準の標準化に関する事項が国保運営方針の必須

記載事項に位置付けられている。 

※ 都道府県で統一するに当たっては、更に、標準的な収納率により、納付金の額を

調整するかどうかについても検討（３．（２） エ）標準的な収納率による調整）。 

○ 都道府県又は二次医療圏ごとで高額医療費を共同で負担するための調整を行うか。 

・ 将来的な保険料水準の統一を目指して、一定額以上の高額医療費について、都道

府県又は二次医療圏ごとに共同で負担する仕組みを設けていることから、このよ

うな対応を行うかどうかについて、都道府県内の市町村間の医療費水準の差異や

市町村の意見を踏まえ、検討する必要がある。 

※ 調整を行う場合には、その対象とする範囲について検討。 

○ 納付金として集め、また同時に保険給付費等交付金で給付する対象範囲を療養の

給付等以外の出産育児一時金、葬祭費、保健事業等に拡大するか。 

・ 納付金として集める範囲は保険給付費等交付金による給付の対象となる範囲に

よって決定される。保健事業や葬祭費については、各市町村による差異があること

から、原則としては保険給付費等交付金の対象とする範囲は３（２）イ）（iii）に

記載した療養の給付等に限定しているが、都道府県での保険料水準の統一を念頭

に、保健事業や葬祭費などにも保険給付費等交付金の対象とする範囲及び納付金

で集める範囲を拡大することについて検討する必要がある。 

※ 拡大した場合、拡大した内容を納付金算定時の医療費水準に反映させるか否か

についても検討。 

 

 

（２）主に納付金の算定に必要な係数、方針 

・医療給付費等の伸び率 

・αの設定の仕方 

・高額な医療費を都道府県又は二次医療圏で共同して負担するかどうか 

・βの設定の仕方（医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て

支援納付金分） ※ 必要に応じ、β’についても設定。 

・賦課限度額（医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て支援

納付金分。市町村標準保険料率の算定にも当該限度額を用いる。） 

・保険者努力支援制度の都道府県分の扱い 

・所得のシェアや人数のシェアで納付金の配分を行う際、世帯総数や資産税総額を勘案

するかどうか。 ※ 勘案する場合、所得割指数等も必要となる。 
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（３）主に標準保険料率の算定に必要な係数、方針 

・標準的な収納率（医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て

支援納付金分/各市町村の規模別等） 

・標準的な算定方式（２方式、３方式、４方式） 

・所得割指数、資産割指数、均等割指数、平等割指数 

 （医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付金分） 

・保険者努力支援制度の都道府県分の扱い（再掲）



 

 

９． 国が示すべき係数 

・医療給付費の推計に必要な係数 

・前期高齢者交付金等の推計に必要な係数（全国平均の前期高齢者割合 等） 

・後期高齢者支援金等の推計に必要な係数 

・介護納付金の推計に必要な係数 

・子ども・子育て支援納付金の推計に必要な係数 

・公費の推計に必要な係数 

・各年齢階級における全国平均の１人あたり医療費及び被保険者数（５歳刻み・過去３年

分） 

・全国平均の１人あたり所得 等 

 

上記に示された国が示すべき係数については、毎年 10月下旬を目途に算定に関する方

針とともに仮係数を、毎年 12月末を目途に予算編成通知とともに確定係数を各都道府県

に提示することとする。各都道府県は、予算編成にあたり、上記係数を活用しつつ、都道

府県の実情も踏まえ、納付金等の算定を行うこと。 


